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井上期条約改正交渉と知的財産権（下）
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四　

条
約
改
正
草
案
へ
の
組
込

（
一
）　

欧
米
諸
国
の
姿
勢

　

予
備
会
議
終
了
後
、
欧
米
諸
国
の
間
で
は
、
日
本
と
の
条
約
改
正
交
渉
に
関
す
る
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
互
い
に
意
見
が
交
わ
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
中
で
知
的
財
産
権
の
保
護
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
姿
勢
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
七
月
、
ベ
ル
ギ
ー
は
、
著
作
権
、
商
標
、
意
匠
、
特
許
の
保
護
に
つ
い
て
、
新
し
い
貿
易
協

定
又
は
別
協
定
に
お
い
て
取
り
決
め
た
い
旨
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
こ
れ
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
等
も
、

条
約
改
正
交
渉
に
関
す
る
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
覚
書
を
提
示
し
て
き
た
が
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た）（（（
（

。
し
か
し
、
ベ
ル
ギ
ー
が
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
次
第
に
各
国
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

同
年
十
二
月
、
今
度
は
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
（2nd�Earl�of�Granville,�George

）
英
外
相
が
覚
書
を
提
示
し）（（（
（

�

、「
税
関
規
則
、
貿
易
規

則
、
借
庫
規
則
（
中
略
）
ニ
関
シ
ハ
テ
英
政
府
ノ
意
見
ハ
之
ヲ
日
本
人
幷
ニ
外
国
人
ノ
委
員
ニ
付
シ
成
ル
丈
速
ニ
之
ヲ
定
ム
ヘ
シ
外

国
商
標
、
専
売
免
許
及
ヒ
発
明
ヲ
保
護
ス
ル
問
題
モ
亦
速
ニ
決
定
ス
ヘ
シ）（（（
（

」
と
、
商
標
、
特
許
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、

税
関
等
の
問
題
と
同
様
に
、
速
や
か
に
協
議
を
開
始
し
、
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
表
明
し
た
。
翌
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
一
月

に
は
、
同
英
外
相
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
機
会
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
協
議
す
る
用
意
は
あ
る
が
、
商
標
等

の
保
護
に
関
す
る
規
定
が
貿
易
協
定
に
加
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
協
定
の
締
結
が
過
度
に
遅
延
し
て
し
ま
う
と
し
て
、
こ
の
規
定
を
同

協
定
に
設
け
る
こ
と
に
反
対
す
る
姿
勢
を
示
し
た）（（（
（

。

　

こ
こ
で
、
ベ
ル
ギ
ー
や
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
相
が
言
う
「
貿
易
協
定）（（（
（

」（Com
m

ercial�Convention

）
と
は
、
予
備
会
議
に
お
い

て
日
本
と
欧
米
諸
国
と
の
間
で
大
筋
合
意
し
て
い
た
、
関
税
の
引
き
上
げ
等
に
つ
い
て
規
定
し
た
草
案
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ン

ヴ
ィ
ル
英
外
相
は
、
問
題
の
早
期
解
決
が
図
れ
な
い
と
し
て
、
こ
の
貿
易
協
定
案
に
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
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に
反
対
し
、
こ
の
貿
易
協
定
案
に
関
す
る
交
渉
と
は
別
に
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
を
行
い
た
い
と
い
う
姿
勢
を
表
明
し
た
。

同
英
外
相
は
、
日
本
と
の
今
後
の
交
渉
方
針
に
つ
い
て
、
互
い
に
意
見
を
交
わ
し
て
い
た
欧
米
諸
国
に
対
し
て
、
商
標
等
の
保
護
に

関
す
る
規
定
を
こ
の
貿
易
協
定
に
組
み
込
ま
な
い
よ
う
、
牽
制
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

同
年
四
月
、
パ
ー
ク
ス
前
英
公
使
に
代
わ
っ
て
新
た
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
（Francis�Plunkett

）
新
英
公

使
は
、
井
上
に
対
し
て
覚
書
を
提
示
し
た
。
同
英
公
使
は
、「
専
売
免
許
、
商
標
、
竝
発
明
ヲ
保
護
ス
ル
問
題
ニ
関
シ
英
政
府
ノ
意

見
ハ
若
シ
貿
易
条
約
中
ニ
於
テ
右
等
ノ
箇
条
ヲ
加
設
セ
ン
ト
セ
ハ
之
カ
為
メ
該
条
約
締
結
ノ
期
非
常
ニ
遷
延
ス
ベ
シ
ト
思
惟
ス
ル
ナ

リ
併
シ
我
英
国
公
使
ヘ
ハ
適
当
ノ
時
機
生
ス
ル
ニ
従
ヒ
何
時
ニ
モ
右
ノ
問
題
ヲ
討
議
シ
得
ヘ
キ
権
ヲ
委
任
シ
置
ケ
リ）（（（
（

」
と
、
商
標
、

特
許
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
早
期
解
決
の
た
め
、
別
交
渉
を
行
い
た
い
と
す
る
先
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
相
の
姿
勢
を
伝
え
、

交
渉
の
早
期
開
始
に
意
欲
を
見
せ
た
。
尚
、
同
英
公
使
は
、
同
年
五
月
に
も
覚
書
（
五
月
覚
書
）
を
井
上
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
変
更
は
な
か
っ
た）（（（
（

。

　

こ
こ
に
お
い
て
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
相
は
、
著
作
権
の
保
護
は
強
く
要
求
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
最
恵
国
待
遇
規
定
が
障
害

と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
最
恵
国
待
遇
に
つ
い
て
、
即
時
且
つ
無
条
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立

場
を
主
張
し
て
い
た）（（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
当
時
、
ア
メ
リ
カ
で
は
日
本
人
（
外
国
人
）
に
対
し
て
著
作
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た）（（（
（

。

こ
の
た
め
、
著
作
権
の
保
護
に
つ
い
て
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
で
合
意
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
合
意
を
最
恵
国
待
遇
規
定
に
基

づ
い
て
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
に
、
即
時
且
つ
無
条
件
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る）（（（
（

。
最
恵
国
待
遇
と
著
作

権
の
保
護
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
森
有
礼
駐
英
公
使
が
、
現
在
の
最
恵
国
待
遇
が
新
条
約
に
お
い
て
も
継
続
さ
れ
る
場
合
は
、
商

標
、
著
作
権
、
特
許
等
に
関
し
て
問
題
が
生
じ
、
欧
米
諸
国
と
の
間
で
新
た
な
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
そ
の
問
題

点
を
指
摘
し
た）（（（
（

。
こ
の
当
時
、
欧
米
諸
国
の
間
に
お
い
て
知
的
財
産
権
法
制
度
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
条
約
改
正
交
渉
を
行
っ

て
い
た
日
本
と
欧
米
諸
国
双
方
に
と
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
障
害
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
、
同
年
四
月
、
デ
ー
ン
ホ
フ
（O

tto�von�D
önhoff

）
独
公
使
に
対
し
て
訓
令
が
発
せ
ら
れ）（（（
（

、「
未
タ
充
分
ニ

準
備
ノ
整
ワ
サ
ル
事
件
即
チ
商
標
幷
ニ
専
売
特
許
ノ
如
キ
ハ
更
ラ
ニ
他
日
ニ
譲
ル
ヲ
可
ト
ス）（（（
（

」
と
、
商
標
、
特
許
の
保
護
に
関
す
る

交
渉
に
つ
い
て
は
十
分
に
は
準
備
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
後
に
譲
る
も
の
と
し
、
他
の
交
渉
を
優
先
す
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
独
外
務
省
が
、「
商
標
保
護
に
関
す
る
問
題
を
条
約
改
正
交
渉
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
約
改
正
交
渉

を
複
雑
に
す
る
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
利
益
に
な
ら
な
い）（（（
（

」
と
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
を
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
行
う
こ
と

は
、
問
題
を
複
雑
化
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
て
、
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
は
、
他
に
重

要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
項
に
関
す
る
交
渉
を
優
先
さ
せ
る
た
め
、
商
標
等
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
条
約
改
正
後
に
別
交
渉
を
行
い

た
い
と
い
う
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
同
年
六
月
、
フ
リ
ー
リ
ン
グ
ハ
イ
ゼ
ン
（Frederick�T

heodore�Frelinghuysen

）
米
国
務
長
官
が
、

ビ
ン
ガ
ム
米
公
使
に
対
し
て
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
は
、
細
目
で
あ
る
た
め
、
条
約
改
正
後
に
別
交
渉
を
行
い
、
他
の
交

渉
を
優
先
す
る
よ
う
指
示
し）（（（
（

、
ド
イ
ツ
と
同
様
の
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

同
年
七
月
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
（Joseph�A

dam
�Sienkiew

icz

）
仏
公
使
は
覚
書
を
提
示
し
、「
仏
国
政
府
ハ
製
造
標
、
商

標
、
工
業
上
ノ
計
画
及
雛
形
、
商
名
其
他
意
匠
若
ク
ハ
美
術
ヨ
リ
成
立
チ（
マ
マ
）タ

ル
物
品
ヲ
保
護
セ
ン
カ
為
メ
ニ
可
成
的
速
ニ
特
約
ヲ
制

定
シ
此
等
ノ
物
品
ヲ
保
護
ス
ル
ノ
確
証
ヲ
設
ケ
ラ
レ
ン
事
ヲ
切
望
ス）（（（
（

」
と
、
商
標
、
意
匠
、「
美
術
ヨ
リ
成
立
シ
タ
ル
物
品
」
等
の

保
護
に
つ
い
て
、
特
約
の
早
期
締
結
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
同
様
、
商
標
等
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
早
期

解
決
を
図
る
た
め
、
別
交
渉
を
行
い
、
特
約
の
締
結
を
図
り
た
い
と
い
う
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
英
仏
独
米
の
各
国
と
も
、
交
渉
の
優
先
度
に
差
異
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も
商
標
等
の
保
護
に
関
し
て
は
、

条
約
改
正
交
渉
と
は
別
交
渉
に
し
た
い
と
い
う
姿
勢
で
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
英
仏
両
国
は
、
商
標
等
の
保
護

に
関
す
る
問
題
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
先
に
別
交
渉
を
行
う
こ
と
で
、
問
題
の
早
期
解
決
を
図
り
た
い
と
い
う
姿
勢
を
示
し
、
非
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常
に
近
い
位
置
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
予
備
会
議
に
お
け
る
井
上
の
姿
勢
を
含
め
て
考
慮
す
る
と
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、

商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
は
、
条
約
改
正
交
渉
と
は
別
に
行
わ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）　

商
標
条
例
に
対
す
る
欧
米
諸
国
の
反
応

　

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
六
月
、
日
本
国
内
に
お
い
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
一
つ
の
法
令
が

布
告
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
商
標
条
例
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
最
も
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
。
早
速
、
英
社
（M

essrs.�Cocking�&
�Co.

）
か
ら
プ

ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、
同
条
例
が
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
問
い
合
せ
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

同
英
公
使
は
、
当
時
英
国
公
使
館
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た）（（（
（

カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
（W

illiam
�M

ontague�H
am

m
ett�K

irkw
ood

）

英
国
公
使
館
法
律
顧
問
に
対
し
て
検
討
を
依
頼
す
る
と
共
に
、
現
在
の
領
事
裁
判
制
度
が
存
続
し
た
場
合
を
前
提
に
、
今
後
英
商
標

を
保
護
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
も
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
同
英
公
使
は
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
相
か
ら
、

商
標
、
特
許
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
も
判
断
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
た
め）（（（
（

、
こ
れ
を
機
に
検
討
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。

　

カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問
は
、
具
体
的
な
交
渉
方
針
に
つ
い
て
は
暫
く
留
保
し
た
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
特
別
に
同
意
し
な
い

限
り
、
同
条
例
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
や
、
同
条
例
に
よ
っ
て
外
国
人
の
出
願
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て

は
否
定
し
た
。
当
該
英
社
に
対
し
て
は
、
公
使
と
し
て
の
立
場
上
、
法
律
的
な
助
言
を
与
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
不
当
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
理
由
で
日
本
政
府
か
ら
出
願
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
改
め
て
対
応
を
検
討
し
た
い
旨
を
伝
え
る
よ
う
提
言
す
る
こ
と
に

な
っ
た）（（（
（

。
同
法
律
顧
問
は
、
商
標
条
例
が
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
、

一
度
当
該
英
社
に
出
願
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
政
府
の
出
方
を
探
る
こ
と
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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同
年
七
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
当
該
英
社
に
対
し
て
、
同

条
例
が
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
は
「
相
当
微
妙
」
で
あ
る
と

し
て
、
同
条
例
の
外
国
人
へ
の
適
用
可
否
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
る

一
方
、
同
条
例
に
規
定
さ
れ
た
手
続
き
に
従
っ
て
出
願
し
、
不
当
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
場
合
は
、
再
度
英
公
使
ま
で
問
い

合
せ
を
す
る
よ
う
返
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
同
英
公
使
と
し
て
は
、

カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問
の
返
答
か
ら
、
出
願
し
た
と
し
て
も
日
本
政

府
か
ら
拒
否
さ
れ
る
こ
と
は
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
が
、
当
該
英
社

が
同
条
例
の
適
用
を
望
ん
で
い
た
こ
と
や
、
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問

の
提
案
も
あ
っ
て
、
当
該
英
社
に
対
し
て
一
度
出
願
を
行
っ
て
み
る
よ
う
助
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
同
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
別
の
英
社
（M

essrs.�Lane,�Craw
ford�&

�Co.

）
が
扱
う
葡
萄
酒
の
商
標
を
日
本
人

が
偽
造
し
て
い
る
と
し
て
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、「
向
後
ニ
於
テ
決
シ
テ
致
ス
間
敷
様
御
差
止
メ
相
成
ベ
ク）（（（
（

」
と
、
偽
造
行
為
を

止
め
る
よ
う
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
確
か
に
、
図
１
の
よ
う
に
、
当
該
商
標
と
偽
造
商
標
と
の
間
に
は
、
“Curcier�&

�A
det

”

と
い
う
文
字
等
が
若
干
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
以
外
、
特
に
異
な
る
点
は
見
受
け
ら
な
い
。
同
英
公
使
は
、
先
の
明
治
十
六
（
一
八
八

三
）
年
の
英
商
標
偽
造
事
件
も
あ
っ
て
、
日
本
の
刑
法
に
は
外
国
商
標
偽
造
に
関
す
る
明
文
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
承
知

し
て
い
た
た
め
、
今
回
は
偽
造
行
為
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
が）（（（
（

、
先
述
の
商
標
出
願
の
件
と
を
合
わ
せ
て
、

日
本
政
府
の
出
方
を
探
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問
か
ら
今
後
の
方
針
に
関
す
る
提
言
書
も
未
だ
届
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
は
、「
商
標
条
例
が
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
の
か
を
見
極
め
る
ま
で
、
暫
く

図１　原商標（上）と偽造商標（下）

出典：外務省外交史料館蔵「長野県平民
堀田善助仏蘭西国「キルシー、アデー」
会社及英吉利国「ワーゲン、フレー」「ヘ
ンネッシ」両会社商標贋造一件」（第四
門第一類第四項第十五号）
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見
合
わ
せ
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る）（（（
（

」
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
。
後
述
す
る
同
月
末
の
日
英
仏
独
に
よ
る
非
公
式
会
合
で
は
、

交
渉
の
即
時
開
始
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
を
制
止
す
る
と
共
に
、「
適
切
な
時
期
」
に
交
渉
を
開
始
し
た
い
と
し
て
、
交
渉
の
早
期

開
始
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し）（（（
（

、
フ
ラ
ン
ス
と
は
距
離
を
置
き
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
は
、
こ
れ
ま
で
井
上
が
外
国
商
標
偽
造
事
件
に
対
し
て
、
刑
法
に
明
確
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
対
応
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
き
た）（（（
（

。
し
か
し
、
商
標
条
例
の
布
告
を
受
け
て
、
商
標
等
の
保
護
に
つ
い
て
、
条

約
改
正
後
に
別
交
渉
を
行
う
と
す
る
従
来
の
交
渉
方
針
の
見
直
し
を
求
め
る
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
デ
ー
ン
ホ
フ

独
公
使
は
、
井
上
か
ら
事
前
に
、
商
標
条
例
は
外
国
人
に
適
用
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
旨
の
説
明
を
受
け
て
い
た
た
め
、

「
日
本
人
の
商
工
業
者
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る）（（（
（

」
と
し
て
、
冷
静
に
受
け
止
め
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
同
条
例
の
罰
則
規
定
に

は
問
題
が
あ
る
と
い
う
評
価
も
下
し
て
い
た）（（（
（

。
同
独
公
使
は
、
商
標
条
例
の
内
容
次
第
で
は
、
同
条
例
に
基
づ
い
て
日
独
間
の
商
標

相
互
保
護
を
認
め
、
日
本
に
お
け
る
商
標
保
護
の
問
題
を
早
期
に
解
決
す
る
と
い
う
可
能
性
も
検
討
し
て
い
た）（（（
（

。
し
か
し
、
同
独
公

使
は
、
同
条
例
で
は
十
分
な
保
護
が
確
保
さ
れ
な
い
と
し
て
、「
日
本
と
の
間
で
現
在
行
わ
れ
て
い
る
条
約
改
正
を
利
用
し
て
、
商

標
保
護
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す）（（（
（

」
と
、
独
外
務
省
に
対
し
て
、
従
来
の
交
渉
方
針
を
見
直
す
必
要

が
あ
る
と
い
う
提
言
を
し
て
い
た
。

　

独
外
務
省
は
、
従
前
同
様
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
協
定
は
条
約
改
正
後
に
締
結
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
交
渉
は
暫

く
見
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て）（（（
（

、
デ
ー
ン
ホ
フ
独
公
使
の
提
言
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
、
従
来
の
交

渉
方
針
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
商
標
条
例
は
日
本
と
の
商
取
引
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人
に
利
益
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
、
ビ
ン
ガ
ム

米
公
使
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
が）（（（
（

、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
七
月
に
ハ
バ
ー
ド
（Richard�Bennett�H

ubbard

）
米
公
使

が
新
た
に
就
任
す
る
と
、
こ
の
評
価
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
米
公
使
は
、
同
年
十
一
月
、
井
上
に
同
条
例
が
ア
メ
リ
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カ
人
に
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
問
い
合
せ
を
行
っ
た
際）（（（
（

、
井
上
か
ら
外
国
人
に
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
伝
え
ら
れ
る
と）（（（
（

、

「
日
本
政
府
は
見
返
り
が
な
い
た
め
に
外
国
人
の
商
標
登
録
を
一
切
認
め
よ
う
と
し
て
い
な
い）（（（
（

」
と
し
て
、
強
い
不
満
を
抱
く
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
同
米
公
使
は
、「
日
本
人
は
非
常
に
器
用
で
あ
る
た
め
、
日
本
で
の
ア
メ
リ
カ
の
貿
易
が
ほ
ぼ
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て

い
る）（（（
（

」
と
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
ま
た
、
居
留
地
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
人
の
商
標
や
特
許
を
侵
害
し
た
場
合
、
米
国
の
法

律
に
基
づ
い
て
当
該
ア
メ
リ
カ
人
に
罰
則
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た）（（（
（

。
し
か
し
、
既
に
専
売
特
許
条
例

に
つ
い
て
は
、
井
上
か
ら
、
外
国
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
を
伝
え
ら
れ
て
い
た）（（（
（

。
こ
の
た
め
、
商
標
条
例
に
つ
い
て
も
、
専
売
特

許
条
例
と
同
様
の
回
答
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
右
の
よ
う
に
同
米
公
使
の
不
満
を
更
に
募
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
商
標
条
例
に
対
し
て
失
望
が
広
が
る
と
共
に
、
新
た
な
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
日
本
の
工
業
所
有
権
法
制
度
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
を
行
う
等
、
関
心
を
寄
せ
て
い
た）（（（
（

。
し
か
し
、「
対
応
中
で
あ

る
）
（（（
（

」
と
い
う
井
上
の
回
答
に
対
し
て
、
ト
リ
ク
ー
（A

rthur�T
ricou

）
仏
公
使
は
、「
日
本
政
府
は
、
偽
造
を
過
剰
に
保
護
し
よ
う

と
す
る
余
り
、
法
案
を
真
剣
に
作
成
す
る
と
は
到
底
思
え
ず
、
我
々
の
正
当
な
要
求
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
な
い）（（（
（

」
と
、
直
ち
に
法

制
度
を
整
備
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
し
て
、
日
本
政
府
に
不
信
感
と
苛
立
ち
を
募
ら
せ
て
い
た
。
そ
し
て
、
農
商
務
省
に
よ
っ
て

作
成
さ
れ
た
商
標
条
例
案
が
、「
緊
急
法
案
の
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
十
分
に
検
討
す
ら
さ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る）（（（
（

」

と
、
直
ち
に
制
定
さ
れ
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
と
、
カ
ス
テ
ル
（de�V

iel-Castel

）
仏
代
理
公
使
は
、
日
本
政
府
の
姿

勢
に
失
望
す
ら
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
同
仏
代
理
公
使
は
、「
商
標
条
例
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
日
本
の
裁
判

所
で
は
妥
当
な
判
決
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。（
中
略
）
日
本
政
府
首
脳
は
、
個
人
的
な
資
産
を
増
や
す
た
め
に
独
占
を
進

め
よ
う
と
し
て
お
り
、
同
条
例
も
外
国
人
を
排
斥
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
横
浜
の
居
留
地
で
の
活
動
は
縮
小

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る）（（（
（

」
と
、
商
標
条
例
に
過
剰
な
期
待
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
日
本
政
府
に
対
す
る
根
強
い
不

信
感
や
、
居
留
地
の
現
状
に
対
す
る
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
同
条
例
に
よ
っ
て
、
更
に
外
国
人
が
排
斥
さ
れ
て
し
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ま
う
の
で
は
な
い
か
と
し
て
、
警
戒
感
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
英
仏
独
米
各
国
は
、
商
標
条
例
が
外
国
人
に
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ず
関
心
を
寄
せ
る
こ

と
に
な
っ
た）（（（
（

。
欧
米
諸
国
の
法
律
に
則
し
て
い
る
と
し
て
、
同
条
例
を
全
面
的
に
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
外
国
人

に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
を
抱
い
て
い
た
。
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
の
か
を
見
極
め
る
た

め
、
商
標
保
護
に
関
す
る
交
渉
の
早
期
開
始
に
つ
い
て
、
積
極
姿
勢
か
ら
慎
重
姿
勢
に
変
化
を
見
せ
始
め
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
距
離
を

置
き
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
当
初
商
標
条
例
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
が
、
同
条

例
が
外
国
人
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
次
第
に
判
明
す
る
と
、
同
条
例
に
対
す
る
評
価
を
見
直
す
動
き
や
、
条
約
改
正
後
に
交
渉
す

る
と
し
た
従
来
方
針
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
欧
米
諸
国
は
、
商
標
条
例
の
布
告
に

よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
示
し
て
い
た
商
標
保
護
に
関
す
る
自
国
の
交
渉
方
針
に
つ
い
て
、
見
直
す
き
っ
か
け
を
与
え
ら
れ
た
と
い
え

よ
う
。

（
三
）　

井
上
覚
書
と
仏
の
反
発

　

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
、
井
上
は
、
各
国
か
ら
今
後
の
条
約
改
正
交
渉
に
関
す
る
覚
書
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、

一
つ
の
覚
書
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
中
で
、
商
標
等
の
保
護
に
つ
い
て
は
、「
専
売
免
許
商
標
又
発
明
ノ
保
護
方
ニ
付

テ
ハ
日
本
政
府
ハ
英
国
政
府
ノ
所
見
ニ
同
意
ス
又
此
諸
件
ノ
評
議
ハ
都
合
ニ
依
リ
通
商
条
約
締
結
ノ
後
マ
テ
之
ヲ
遷
延
セ
シ
ム
ル
妨

ケ
ナ
シ）（（（
（

」
と
、
条
約
改
正
交
渉
と
は
別
交
渉
に
し
た
い
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
方
針
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新

条
約
締
結
後
に
交
渉
し
た
い
と
い
う
姿
勢
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

英
独
米
等
の
各
公
使
は
、
井
上
覚
書
を
「
談
判
ノ
基
本）（（（
（

」
等
と
し
て
直
ち
に
承
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ

ツ
仏
公
使
は
、「
右
覚
書
ハ
英
国
公
使
ニ
宛
タ
ル
モ
ノ
ニ
候
ヘ
共
其
実
英
政
府
ヘ
回
答
シ
又
其
他
各
国
ノ
提
議
ニ
答
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ナ



40

法学研究�89�巻�6�号（2016：6）

ル
趣
ヲ
以
テ
セ
リ
（
中
略
）
拙
者
ノ
切
望
ス
ル
所
ハ
閣
下
ト
屢
々
討
究
セ
シ
特
別
ナ
ル
問
題
即
チ
（
中
略
）
生
糸
ノ
輸
出
税
廃
止
ト

工
業
上
ノ
所
有
権
保
護
ノ
事
ニ
関
シ
候
モ
ノ
ナ
リ
（
中
略
）
何
分
覚
書
中
此
事
ヲ
論
述
セ
ル
部
分
何
レ
ニ
在
ル
カ
甚
タ
了
解
ニ
苦
候

間
該
件
ニ
付
御
説
明
被
下
候）（（（
（

」
と
、
同
覚
書
は
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
回
答
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
最
も

重
視
す
る
絹
輸
出
税
に
関
す
る
問
題
と
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に
は
十
分
に
応
え
て
い
な
い
と
し
て
、
強
く
反
発
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

実
は
、
こ
の
経
緯
に
は
、
先
に
七
月
末
に
東
京
で
行
わ
れ
た
日
英
仏
独
に
よ
る
非
公
式
会
合
の
決
定
が
関
係
し
て
い
た
。

　

こ
の
会
合
に
お
い
て
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
は
、「
適
切
な
時
期
」
に
開
始
し

た
い
と
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
同
英
公
使
に
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
政
府
に
よ
る
商
標
条
例
の
運
用
状
況
を
見
極
め
た

い
と
い
う
思
惑
が
あ
っ
た
た
め
、
暫
く
様
子
見
し
た
い
と
い
う
趣
旨
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公

使
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
は
倫
理
的
な
問
題
で
あ
る
た
め
、
短
期
間
で
容
易
に
解
決
で
き
る
と
し
て
、
交
渉
の
即
時
開

始
を
主
張
し
た
が）（（（
（

、
即
時
開
始
を
主
張
し
た
の
は
同
仏
公
使
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
は
、

当
面
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
井
上
覚
書
が
作
成
さ
れ
た
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
を
除
く
各
国
も
支
持
す
る
こ
と
に
な
り
、
商
標
等
の
保
護
に
つ
い

て
は
、
条
約
改
正
交
渉
と
は
別
に
暫
く
後
で
交
渉
す
る
と
い
う
方
向
性
で
定
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
各
国
か
ら
の
支
持
が
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
焦
燥
感
や
孤
立
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。
即

ち
、
イ
ギ
リ
ス
は
商
標
条
例
に
よ
っ
て
商
号
が
保
護
さ
れ
な
い
点
を
問
題
視
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
に
は
考
え
て
い
な

い
、
ド
イ
ツ
は
日
本
に
お
い
て
法
制
度
の
整
備
が
不
十
分
で
あ
り
、
交
渉
の
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
た
め
、
交
渉
を
急
ぐ
必
要
は
な

い
と
考
え
て
い
る
、
ア
メ
リ
カ
は
余
り
に
も
独
特
な
政
策
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
問
題
外
で
あ
る
と
し
て）（（（
（

、
商
標
等
の
保
護
に
関
す

る
問
題
の
重
要
性
を
訴
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
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と
り
わ
け
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
が
井
上
に
提
示
し
た
先
述
の
覚
書
に
つ
い
て
、「
我
国

が
非
常
に
重
視
す
る
商
標
の
保
護
に
つ
い
て
棚
上
げ
し
て
い
る）（（（
（

」
と
、
以
前
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
姿
勢
に
対
し
て
不
満
を
抱
い
て
い
た
。

そ
の
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
次
第
に
距
離
を
置
き
始
め
る
と
共
に
、
交
渉
の
主
導
権
を
発
揮
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、

同
国
へ
の
対
抗
心
や
不
信
感
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
不
満
は
更
に
増
長
さ
れ
、
自
国
の
存
在
感
を
ど
う
に
か
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
必
死
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
同
仏
公
使
と
し
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
条
約
締
結
後
に
ま
で
交
渉
を
延
期
し
た
い
と
す

る
井
上
の
姿
勢
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
を
軽
視
し
て
い
る
と
し
て
到
底
容
認
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
同
仏
公
使
は
、

日
本
政
府
に
対
す
る
根
強
い
不
信
感
も
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
条
約
改
正
後
に
延
期
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
阻
止
す
べ
く
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
強
硬
な
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

新
た
な
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
井
上
は
、
吉
田
清
成
外
務
大
輔
に
対
し
て
、「
生
糸
之
輸
出
税
は
随
分
苦
難
多
く
（
中

略
）
終
に
は
今
日
迄
過
半
眼
目
致
し
来
り
た
る
覚
書
に
（
マ
マ
）水
泡
に
属
し
、
凡
て
新
に
改
正
之
義
を
初
む
る
如
場
合
に
立
到
り
可
申
候）（（（
（

」

と
、
特
に
交
渉
が
難
航
し
て
い
た
絹
輸
出
税
に
関
す
る
問
題
を
懸
念
し
て
い
た
。
自
身
の
覚
書
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ま

で
交
渉
を
進
め
て
き
た
こ
と
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
危
機
感
を
募
ら
せ
、「
斎
藤
よ
り
仏
公
使
え
之
返
書
は
、
草
按
中

故
明
日
可
差
立
云
々
、
何
卒
一
見
之
上
な
ら
は
安
心
仕
候）（（（
（

」
と
、
腹
心
の
部
下
で
あ
っ
た
斎
藤
修
一
郎
に
作
成
さ
せ
た
返
答
案
に
つ

い
て
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
井
上
は
、
ど
の
よ
う
に
返
答
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
一
つ
の
正
念
場
で
あ
る
と
認
識
し
、

不
安
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
、
井
上
は
、
絹
輸
出
税
に
関
す
る
問
題
に
注
意
が
削
が
れ
、
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に

対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
除
く
各
国
か
ら
支
持
を
得
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
比
較
的
楽
観
視
し
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
井
上
は
、
吉
田
の
修
正
提
案
に
更
な
る
修
正
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
に
対
し
て
返
答
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

井
上
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
吉
田
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
井
上
覚
書
の
趣
旨
は
、
先
の
七
月
末
の
非
公
式
会
合
か
ら
シ
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エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
も
承
知
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
更
な
る
往
復
を
避
け
る
た
め
と
し

て
、
以
下
の
修
正
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

即
ち
、「
工
業
上
ノ
所
有
権
保
護
ノ
義
ニ
付
テ
ハ
我
政
府
ノ
覚
書
中
略
其
意
ヲ
表
出
シ
タ
ル
通
ニ
候
尚
敢
テ
此
緊
要
ノ
問
題
ヲ
等

閑
ニ
付
ス
ル
ノ
旨
意
ニ
ハ
無
之
候
」
と
い
う
表
現
を
、「
工
業
上
ノ
所
有
権
保
護
ノ
義
ニ
付
テ
ハ
今
般
此
等
ノ
事
項
ヲ
評
議
セ
シ
ト

ス
ル
ト
キ
ハ
為
メ
ニ
通
商
条
約
全
体
訂
結
ノ
期
ヲ
意
外
ニ
遅
延
セ
シ
ム
ル
ノ
恐
ア
ル
ベ
ス
ト
ノ
義
英
政
府
ノ
意
見
ニ
テ
我
政
府
於
テ

モ
尤
ノ
コ
ト
ト
存
候
ニ
付
他
各
国
公
使
ニ
於
テ
御
同
見
ナ
レ
バ
此
等
諸
件
ハ
通
商
条
約
訂
結
ノ
後
ヲ
待
テ
商
議
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
主
意

ニ
シ
テ
敢
テ
此
緊
要
ノ
問
題
ヲ
等
閑
ニ
付
ス
ル
ノ
次
第
ニ
ハ
無
之
候）（（（
（

」（
傍
線
：
筆
者
）
と
、
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
吉
田
は
、
工

業
所
有
権
の
保
護
に
関
し
て
、
問
題
を
軽
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
弁
明
し
つ
つ
も
、
条
約
改
正
交
渉
全
体
が
遅
延
す
る
こ
と

を
回
避
す
る
た
め
、
条
約
改
正
後
に
交
渉
し
た
い
と
い
う
こ
と
、
他
国
も
同
意
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
伝
え
る
よ
う
提
案
し
た
。

吉
田
は
、
返
答
案
の
「
我
政
府
ノ
覚
書
中
略
其
意
ヲ
表
出
シ
タ
ル
通
」
と
い
う
曖
昧
な
表
現
に
留
め
る
よ
り
も
、
こ
の
問
題
は
各
論

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
問
題
を
優
先
さ
せ
る
た
め
、
条
約
改
正
後
に
交
渉
し
た
い
と
い
う
日
本
政
府
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
で
、

フ
ラ
ン
ス
を
説
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
修
正
提
案
は
、
問
題
の
重
要
性
を
強
く
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
同
国
か
ら
強
く
反
発
を
受
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
実
際
、
井
上
は
、
吉
田
の
提
言
の
通
り
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ

仏
公
使
に
返
答
す
る
こ
と
に
し
た
が）（（（
（

、
同
仏
公
使
か
ら
、「
工
業
所
有
権
ノ
問
題
ニ
至
テ
ハ
一
層
簡
単
ナ
ル
モ
ノ
也
即
チ
去
月
廿
九

日
ノ
内
会
議
ニ
於
テ
我
政
府
ノ
提
議
ニ
対
シ
起
リ
タ
ル
唯
タ
一
ノ
障
碍
ハ
日
本
政
府
ニ
於
テ
未
タ
発
明
特
許
ノ
法
律
ナ
キ
事
是
レ
ナ

リ
（
中
略
）
既
ニ
貴
政
府
ニ
於
テ
商
標
条
例
ノ
公
布
ア
リ
タ
リ
此
上
ハ
只
新
ニ
一
ノ
法
律
ヲ
設
ケ
テ
之
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ノ
一
事
ナ

リ
（
中
略
）
工
業
上
所
有
権
ノ
保
護
ヲ
目
的
ト
セ
ル
特
別
条
約
書
ノ
認
メ
方
ニ
付
テ
要
ス
ル
所
ノ
研
究
ノ
為
メ
ニ
会
議
ノ
事
業
ニ
妨

碍
ヲ
来
サ
ン
ト
ノ
御
掛
念
ハ
拙
者
ニ
於
テ
御
同
意
難
致
義
ニ
有
之
候）（（（
（

」
と
、
反
論
さ
れ
た
。
即
ち
、
工
業
所
有
権
の
保
護
は
容
易
に
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解
決
で
き
る
問
題
で
あ
り
、
特
許
に
関
す
る
法
律
の
制
定
と
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
特
約
の
早
期
締
結
を
す
れ
ば
良
い
だ
け

で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
交
渉
が
条
約
改
正
交
渉
全
体
の
進
行
に
支
障
を
来
た
し
兼
ね
な
い
と
す
る
井
上
の
説
明
に
は
同
意
で

き
な
い
と
し
て
、
全
面
的
に
反
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
の
思
惑
、
即
ち
、
商
標
等
の
保
護
は
条
約
改
正
後
に
別
交
渉
す
る
と
い
う
道
筋
は
、
実
現
す
る
か
の
よ
う
に

思
わ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
国
は
、
問
題
の
重
要
性
を
訴
え
る
立
場
が
各
国
か
ら
支
持

を
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
焦
燥
感
や
孤
立
感
を
募
ら
せ
、
自
国
の
存
在
感
を
示
す
た
め
に
も
、
井
上
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
強

硬
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

井
上
も
日
本
政
府
と
し
て
の
立
場
を
明
確
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
説
得
を
試
み
よ
う
と
し
た
が
、
失
敗
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
果
、
井
上
の
右
の
思
惑
は
頓
挫
し
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
が
条
約
改
正
後
に
行
わ
れ
る
可
能
性

は
大
き
く
低
減
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
四
）　

日
英
仏
の
攻
防
と
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案

　

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
九
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
に
つ
い
て
、
一
つ
の
方
針
を
固

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
商
標
条
例
を
日
本
人
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
在
住
し
て
い
る
全
て
の
外
国
人
に
も
適
用
さ
せ
る
以
外
、
適

切
な
保
護
を
確
保
す
る
現
実
的
な
方
法
は
な
い）（（（
（

」
と
し
て
、
全
在
留
外
国
人
へ
の
商
標
条
例
の
適
用
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
前
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
の
元
に
は
、
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問
に
検
討
を
依
頼
し
て
い
た
今
後
の
交
渉
方
針
に
関

す
る
提
言
書
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
書
で
は
、
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
英
外
相
か
ら
指
示
さ
れ
て
い
た
、
商
標
等
の
保
護
は
別

交
渉
を
行
い
、
こ
れ
に
関
す
る
協
定
を
早
期
に
締
結
す
る
と
い
う
方
針
が
否
定
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。
具
体
的
に
は
、
治
外
法
権
が
存
在
し
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て
い
る
限
り
、
日
本
政
府
が
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
協
定
に
積
極
的
に
参
加
す
る
と
は
思
え
な
い
こ
と
、
同
協
定
が
締
結
さ
れ
た

と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
以
外
の
在
留
外
国
人
に
対
し
て
も
有
効
な
の
か
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

最
恵
国
待
遇
規
定
か
ら
日
英
間
だ
け
で
な
く
、
結
局
は
全
て
の
条
約
締
結
国
と
交
渉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
た
め
、
同
協
定
は

日
本
政
府
か
ら
反
対
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
現
状
に
お
い
て
英
商
標
を
保
護
す
る
た
め
の
特
別
な
方
法
は
存
在
し
て
い
な
い
こ

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
権
を
移
譲
し
た
特
別
裁
判
所
等
の
設
立
が
唯
一
現
実
的
な
方
法
で
あ
る
と

し
て
、
イ
ギ
リ
ス
も
治
外
法
権
に
関
し
て
、
何
ら
か
の
譲
歩
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。

　

既
に
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
同
年
八
月
に
、
商
標
出
願
を
し
て
い
た
先
述
の
英
社
（M

essrs.�Cocking�&
�Co.

）
か
ら
、

商
標
条
例
は
外
国
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
て
お
り）（（（
（

、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
予
期
さ
れ
た
も

の
）
（（（
（

」
と
し
て
冷
静
に
受
け
止
め
て
い
た
が
、
先
の
提
言
書
を
受
け
て
、
今
後
の
交
渉
方
針
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
権
を
移
譲
し
た
特
別
裁
判
所
等
の
設
立
は
、
治
外
法
権
の
問
題
に
抵
触
し
、
更
に
問
題
が
複

雑
化
す
る
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
英
公
使
は
、
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
法
律
顧
問
の
提
案
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

な
く
、
商
標
条
例
の
全
在
留
外
国
人
へ
の
適
用
を
日
本
政
府
に
求
め
て
い
く
方
針
を
決
め
た
の
で
あ
っ
た
。
但
し
、
交
渉
時
期
に
つ

い
て
は
、「
ほ
と
ん
ど
未
だ
到
来
し
て
い
な
い）（（（
（

」
と
し
て
、
暫
く
見
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
機
会
を
う
か
が
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

同
年
十
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
と
っ
て
、
そ
の
機
会
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
井
上
か
ら
、
先
述
の
英
社
（M

essrs.�

Lane,�Craw
ford�&

�Co.

）
に
関
す
る
商
標
偽
造
事
件
に
つ
い
て
、「
我
法
律
中
ニ
処
罰
相
加
フ
ベ
キ
明
文
無
之
候
得
共
（
中
略
）
詐

偽
贋
造
ノ
意
ニ
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
無
之
全
ク
欧
文
ヲ
解
セ
サ
ル
ヨ
リ
其
同
組
合
商
業
用
貼
札
タ
ル
ヲ
モ
心
付
ズ
唯
タ
図
様
ノ
整
備

セ
ル
ヲ
模
倣
シ
テ
彫
刻
致
趣
ニ
有
之
候
得
共
其
筋
ニ
於
テ
説
諭
ノ
上
既
ニ
右
貼
札
ノ
販
売
ハ
相
止
其
版
面
ハ
破
棄
為
致
候）（（（
（

」
と
、
明

治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
の
英
商
標
偽
造
事
件
と
同
様
、
外
国
商
標
偽
造
を
取
り
締
る
た
め
の
明
文
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と

が
改
め
て
説
明
さ
れ
た
上
で
、
関
係
者
を
説
諭
の
上
、
販
売
を
止
め
さ
せ
、
版
面
も
破
棄
し
た
旨
の
連
絡
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
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た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　

井
上
の
対
応
に
つ
い
て
、
実
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、「
あ
る
程
度
目
的
を
間
接
的
に
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
現
実

的
な
方
法）（（（
（

」
と
、
一
定
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
英
社
（M

essrs.�Lane,�Craw
ford�&

�Co.

）
が
調
査
不
十
分
と
し
て
不
満

を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
と）（（（
（

、
こ
れ
を
理
由
に
、「
貼
札
ヲ
購
求
致
候
者
及
ヒ
右
貼
札
調
製
ヲ
同
人
ニ
依
頼
セ
ル
者
ノ
住

所
姓
名
相
承
度）（（（
（

」
と
、
井
上
に
対
し
て
追
加
調
査
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
英
公
使
は
、
こ
れ
を
機
に
、
井
上
に
対
す
る
圧

力
を
強
め
る
姿
勢
に
転
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

井
上
は
、「
組
合
ノ
貼
札
ト
モ
知
ラ
ス
古
瓶
ニ
貼
付
致
ア
ル
ヲ
見
欧
文
ヲ
解
セ
ザ
ル
処
ヨ
リ
其
体
裁
ノ
整
ヒ
居
ル
ヲ
以
テ
同
形
ニ

模
倣
彫
刻
セ
バ
一
層
販
路
モ
宜
シ
カ
ラ
ン）（（（
（

」
と
、
外
国
商
標
と
も
知
ら
ず
欧
文
も
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
体
裁
が
良
い
た
め
自
分
の

商
品
に
貼
付
す
れ
ば
売
り
上
げ
が
伸
び
る
と
考
え
た
と
い
う
旨
の
供
述
内
容
に
基
づ
い
て
説
明
し
た
。
こ
の
こ
と
が
反
っ
て
、
当
該

日
本
人
が
偽
造
の
目
的
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
し
て）（（（
（

、
同
英
社
の
不
満
を
招
く
結
果
と
な
り
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に

対
し
て
、
追
加
調
査
の
口
実
を
与
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
二
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
日
本
政
府
が
追
加
調
査
を
行
っ
て
い
る
最
中
、
更
な
る
偽
造
行

為
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、「
本
件
ノ
如
キ
擬
造
犯
ハ
毎
度
ノ
事
ニ
シ
テ
且
広
ク
行
ハ
レ
候
（
中
略
）
其
筋
ヘ
御
稟
議
ノ
上

一
ノ
法
則
ヲ
御
設
定
相
成
以
テ
大
ニ
大
日
本
人
民
ヲ
欺
ク
所
ノ
右
ノ
犯
罪
（
外
商
ニ
蒙
ラ
ス
可
キ
損
害
ハ
暫
ク
之
ヲ
措
キ
）
ヲ
再
ヒ
喚

起
セ
シ
メ
サ
ル
様
御
取
計
可
相
成）（（（
（

」
と
、
遂
に
外
国
商
標
偽
造
を
防
止
す
る
た
め
の
「
一
ノ
法
則
」（
法
令
）
の
制
定
を
要
求
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
同
英
公
使
は
、
最
終
的
に
は
商
標
条
例
の
全
在
留
外
国
人
へ
の
適
用
を
実
現
す
べ
く
、
ま
ず
は
、
今
回
の
英
商
標

偽
造
事
件
を
用
い
て
、
井
上
の
出
方
を
探
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
も
日
本
政
府
に
対
す
る
攻
勢
を
更
に
強
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
十
二
月
、
フ
ェ

リ
ー
（Jules�Ferry

）
仏
外
相
は
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
か
ら
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
の
経
過
報
告
を
受
け
て
、
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同
仏
公
使
に
対
し
て
、
商
標
保
護
に
関
す
る
特
約
案
を
送
付
す
る
と
共
に
、「
フ
ラ
ン
ス
の
立
場
」
を
強
く
主
張
す
る
よ
う
指
示
し

た
）
（（（
（

。
商
標
等
の
保
護
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
対
日
強
硬
姿
勢
を
貫
き
、
特
約
の
早
期
締
結
を
迫
ろ
う
と
す
る
同
仏
公
使
の
姿
勢
を
支

持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
月
、
フ
ェ
リ
ー
仏
外
相
の
指
示
を
受
け
た
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
早
速
、
井

上
と
会
談
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
特
約
の
早
期
締
結
に
つ
い
て
問
い
質
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

「
特
約
の
締
結
に
反
対
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い）（（（
（

」
と
、
同
仏
公
使
が
井
上
の
反
応
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
井
上
は
、
フ
ラ

ン
ス
の
要
求
に
対
し
て
強
く
反
対
す
る
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
か
ら
軟
化
す
る
姿
勢
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
入
っ
て
か
ら
も
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
井
上
と
の
会
談
を
継
続
的
に
行
い
、
二
月

末
に
は
、「
井
上
と
の
約
束
を
信
じ
て
良
い
の
で
あ
れ
ば
、
特
約
の
締
結
に
は
何
ら
支
障
は
な
い）（（（
（

」
と
、
特
約
の
締
結
に
自
信
を
深

め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
同
年
三
月
九
日
、「
本
日
御
面
晤
ノ
栄
ヲ
有
シ
候
節
貴
政
府
ニ
於
テ
工
商
標
保
護
ノ
儀
ニ
付
我
国
政
府

ト
一
ノ
条
約
ヲ
締
結
可
相
成
御
企
図
ニ
有
之
候
趣
御
通
話
相
成）（（（
（

」
と
、
井
上
と
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
と
の
間
で
会
談
が
行

わ
れ
、
遂
に
井
上
か
ら
商
標
保
護
に
関
す
る
特
約
の
締
結
に
同
意
す
る
旨
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
仏
公
使
は
、
井
上
に
対

し
て
以
下
の
よ
う
な
商
標
保
護
に
関
す
る
特
約
案
を
送
付
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

商
標
保
護
条
約
案

仏
蘭
西
共
和
国
政
府
竝
ニ
皇
帝
陛
下
ノ
政
府
ハ
両
国
人
民
ノ
工
商
業
ヲ
充
全
ニ
保
護
セ
ン
事
ヲ
欲
ス
ル
ヲ
以
テ
之
レ
ガ
為
メ
適
正
ニ
委
任
ヲ

受
ケ
タ
ル
下
名
ノ
者
等
ハ
左
ノ
条
々
ヲ
約
定
ス

　

第
一
条

日
本
国
ニ
在
ル
仏
蘭
西
人
及
仏
蘭
西
国
ニ
在
ル
日
本
人
ハ
工
商
標
ノ
所
有
権
ノ
事
ニ
関
シ
テ
ハ
自
国
人
民
同
様
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ベ
シ

　

第
二
条
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前
条
ニ
定
メ
タ
ル
工
商
標
ノ
保
護
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
ニ
ハ
日
本
国
ニ
在
ル
仏
蘭
西
人
ハ
農
商
務
省
ニ
於
テ
仏
蘭
西
ニ
在
ル
日
本
人
ハ
「
セ
ー

ヌ
」
裁
判
所
ノ
書
記
局
ニ
於
テ
条
約
国
ノ
法
律
規
則
ニ
定
メ
タ
ル
条
件
ト
法
式
ト
ニ
適
従
シ
テ
其
標
ノ
登
記
ヲ
受
ク
ベ
シ

此
条
約
ノ
適
用
ス
ベ
キ
工
標
又
ハ
商
標
ハ
彼
我
各
国
ニ
於
テ
本
国
ノ
法
制
ニ
従
フ
テ
其
占
有
者
ニ
適
正
ニ
得
有
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
タ
ル
ベ
シ

言
ヲ
替
テ
云
ヘ
ハ
即
チ
仏
蘭
西
ノ
工
商
標
ノ
性
質
ハ
日
本
ニ
於
テ
ハ
仏
蘭
西
ノ
法
律
ニ
従
フ
テ
判
定
シ
之
レ
ト
同
シ
ク
日
本
ノ
工
商
標
ノ
性

質
ハ
仏
蘭
西
ニ
於
テ
ハ
日
本
ノ
法
律
ニ
従
フ
テ
判
定
ス
ベ
シ

　

右
ノ
確
証
ト
シ
テ
下
名
ノ
者
等
ハ
云
々
…
…

　

こ
の
草
案
に
お
い
て
、
第
一
条
で
は
、
商
標
に
つ
い
て
、
自
国
民
と
同
様
の
保
護
を
受
け
る
旨
が
規
定
さ
れ
、
第
二
条
で
は
、

「
条
約
国
」
の
法
律
に
従
っ
て
相
手
国
で
登
録
を
受
け
る
旨
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、「
条
約
国
」
と
は
本
国
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

仏
商
標
は
日
本
に
お
い
て
も
仏
法
が
適
用
さ
れ
る
一
方
、
日
本
商
標
も
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
日
本
法
が
適
用
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ

れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
か
か
る
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
内
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
商
標
に
対
し
て
日
本
の
法
令
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
外
国
人
が
日
本
の
法
令
に
服
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
外
国
人
に
も
日
本
国
内
を
開
放
す
る
と
い
う
内
地

開
放
宣
言
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
井
上
に
と
っ
て
は
、
到
底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

井
上
は
「
篤
ト
熟
考
ノ
上
当
方
ノ
意
見
可
申
進
候）（（（
（

」
と
、
正
式
な
回
答
に
つ
い
て
は
、
一
旦
保
留
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

翌
四
月
、
井
上
は
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
に
対
し
て
、「
該
条
約
ハ
互
相
ノ
主
義
ニ
基
キ
候
故
貴
我
両
国
ノ
為
有
益
ノ

事
ニ
可
有
之
我
政
府
ニ
於
テ
至
極
御
同
意
ニ
付
今
般
条
約
改
正
案
中
ニ
書
加
候
様
致
度
候）（（（
（

」
と
、
フ
ラ
ン
ス
案
に
つ
い
て
は
、
現
在

作
成
中
の
条
約
改
正
草
案
に
書
き
加
え
た
い
と
回
答
し
た
。
同
月
二
十
五
日
、
井
上
は
、
各
国
公
使
に
対
し
て
、「
改
正
協
定
案

（D
RA

FT
�REV

ISED
�CO

N
V

EN
T

IO
N

）」
と
題
さ
れ
た
草
案
（
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
）
を
内
示
し
、
商
標
保
護
に
関
し
て
、
同

草
案
の
第
十
六
条
で
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
た）（（（
（

。
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A

RT
.�X

V
I.

　
T

he�H
igh�Contracting�Parties�agree�that�any�counterfeiting�in�one�of�the�tw

o�countries�of�the�trade�m
arks�affi

xed�
in�the�other�on�m

erchandize�to�show
�its�origin�and�quality�shall�be�strictly�prohibited,�and�shall�give�ground�for�an�

action�for�dam
ages�in�favor�of�the�injured�party,�to�be�prosecuted�in�the�Courts�of�the�country�in�w

hich�the�
counterfeit�shall�be�proven.�T

he�trade�m
arks�in�w

hich�the�subjects�of�one�of�the�tw
o�countries�m

ay�w
ish�to�secure�

the�right�of�property�in�the�other,�m
ust�be�recorded,�to�w

it�:�the�m
arks�of�Japanese�subjects�at�......�;�and�the�m

arks�
of�......�subjects�at�the�D

epartm
ent�of�A

griculture�and�Com
m

erce�in�T
okio.�It�is�understood,�how

ever,�that�if�a�trade�
m

ark�has�becom
e�public�property�in�the�country�of�its�origin,�it�shall�be�equally�free�to�all�in�the�other�country.

　

こ
の
条
項
で
は
、
締
約
国
は
商
標
の
偽
造
禁
止
と
偽
造
が
行
わ
れ
た
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
損
害
に
対
す
る
提
起
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
同
意
す
る
旨
や
、
商
標
は
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
商
標
が
本
国
に
お
い

て
公
用
と
な
っ
た
場
合
は
他
方
の
国
に
お
い
て
自
由
に
使
用
で
き
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
条
項
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
案
第
二
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
た
、
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
相
手
国
で
登
録
を

受
け
、
仏
商
標
は
日
本
に
お
い
て
も
仏
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
旨
の
内
容
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
井
上
は
、
日
本
国
内
に
お
い

て
も
仏
商
標
に
は
仏
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
案
に
は
容
認
で
き
ず
、
外
国
人
が
日
本
に
お
い
て
商
標
の
保
護
を
受
け
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
商
標
条
例
等
の
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
控
え
め
な
が
ら
も
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
は
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
か
ら
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
井
上
の
判
断
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　
「
本
月
十
六
日
の
会
合
に
お
い
て
第
十
六
条
を
協
議
し
た
際
、
直
ち
に
、
デ
ー
ン
ホ
フ
伯
爵
と
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
氏
は
、
こ
の
条
項
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を
協
定
案
か
ら
削
除
す
べ
き
だ
と
発
言
し
ま
し
た
。
小
官
は
直
ち
に
、
井
上
外
務
卿
に
は
既
に
商
標
に
関
す
る
取
決
め
を
直
ち
に
行

う
の
か
、
或
い
は
協
定
の
一
条
項
を
こ
の
問
題
に
充
て
る
か
、
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
よ
う
提
案
済
み
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
ま
し
た
。

井
上
伯
爵
は
後
者
を
選
択
し
て
い
た
た
め
、
小
官
は
、
条
項
の
内
容
に
は
疑
問
を
抱
き
つ
つ
も
、
条
項
自
体
は
維
持
す
る
こ
と
を
主

張
し
た
の
で
す
。
結
局
、
条
項
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（A

�la�réunion�générale�du�16�de�ce�m
ois,�lorsquʼon�

donna�lecture�de�lʼA
rticle�X

V
I,�le�Com

te�D
œ

nhoff�et�M
.�Plunkett�déclarèrent�aussitôt�quʼil�fallait�rejeter�cet�article�de�

la�convention.�Je�m
ʼem

pressai�de�déclarer�que�jʼavais�proposé�au�M
inistre�des�A

ffaires�Etrangères,�soit�de�faire�

im
m

édiatem
ent�un�arrangem

ent�concernant�les�m
arques�de�fabrique,�soit�de�consacrer�un�article�de�la�Convention�à�

cette�question.�Le�Com
te�Ino-ouyé�avait�adopté�ce�dernier�systèm

e�et�dès�lors�je�réclam
ais�le�m

aintien�de�lʼarticle�tout�

en�faisant�des�réserves�sur�la�rédaction.�Lʼarticle�fut�m
aintenue

））
（（（
（

」。

　

こ
れ
は
、
同
年
七
月
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
を
受
け
て
、
欧
米
諸
国
の
間
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
非
公
式
会
合
の
内

容
に
つ
い
て
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
が
フ
レ
シ
ネ
（Freycinet

）
仏
外
相
に
報
告
し
た
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
井

上
が
自
ら
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
を
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
設
け
る
選
択
を
行
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
商
標
等
の
保
護
は
条
約
改
正
後
に
交
渉
し
た
い
と
す
る
井
上
に
対
し
て
、

こ
の
問
題
を
軽
視
し
て
い
る
と
し
て
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
同
仏
公
使
は
、
井
上
に
対
し
て
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す

る
特
約
を
直
ち
に
締
結
す
る
の
か
、
又
は
条
約
改
正
草
案
に
こ
れ
に
関
す
る
一
条
項
を
設
け
る
の
か
に
つ
い
て
要
求
し
て
い
た
。
し

か
し
、
明
治
十
七
年
七
月
の
仏
覚
書
で
表
明
し
、
先
の
特
約
案
ま
で
送
付
し
た
よ
う
に
、
同
仏
公
使
が
強
く
求
め
て
い
た
こ
と
は
前

者
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
井
上
は
、
条
約
改
正
後
に
商
標
等
の
保
護
を
交
渉
し
た
い
と
す
る
方
針
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
説
得
が
失
敗
し
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
も
は
や
難
し
い
と
い
う
判
断
に
傾
い
て
い
た
。
一
方
で
、
井
上
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
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渉
を
先
行
し
て
行
う
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
井
上
に
と
っ
て
容
認
で
き
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
た
フ
ラ
ン
ス
案
を
基
に
、

強
硬
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
と
の
直
接
交
渉
は
難
航
が
予
想
さ
れ
、
最
恵
国
待
遇
の
関
係
か
ら
、
結
局
は
フ
ラ
ン
ス
以
外

の
国
と
も
交
渉
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
井
上
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
強
い
要
求
に
よ
っ
て
、
特
約
の
締
結
に
一
旦
同
意
し
た
も
の
の
、
そ
れ
か
ら
一
転
し
、
フ
ラ

ン
ス
案
に
お
い
て
不
都
合
な
箇
所
は
採
用
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
日
本
に
お
い
て
外
国
人
が
商
標
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
全
て
の
外
国
人
も
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
日
本
側
の
主
張
を
反
映
さ
せ
た
条
項
を
作
成
し
た
の
で

あ
る
。
井
上
は
、
条
約
改
正
を
機
に
、
自
身
の
主
張
を
欧
米
諸
国
に
も
容
認
さ
せ
る
た
め
、
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
を
明
治
十
八

年
四
月
井
上
案
に
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
井
上
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
も
外
国
商
標
偽
造
を
防
止
す
る
た
め
の
法
令
の
制
定
を
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
も

到
底
容
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
全
て
の
外
国
人
が
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
と
い
う
合
意
が
各
国
と
の
間
で
形

成
さ
れ
て
い
な
い
中
で
、
日
本
政
府
が
そ
れ
に
関
す
る
法
令
を
先
行
し
て
制
定
す
る
こ
と
は
、
外
国
人
の
権
利
を
認
め
る
一
方
で
、

外
国
人
に
は
日
本
の
法
令
が
及
ば
な
い
と
い
う
状
況
を
生
じ
兼
ね
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
、
同
年
五
月
、
井
上
は
、
法
令
の
制
定
を
求
め
て
い
た
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、
先
述
の
英
社
（M

essrs.�

Lane,�Craw
ford�&

�Co.

）
の
追
加
調
査
の
結
果
を
連
絡
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
訊
問
調
書
等
の
関
係
書
類
を
添
付
す
る
と

共
に
、
当
該
日
本
人
が
偽
造
の
目
的
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
十
分
な
証
拠
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
ま

た
他
の
関
係
者
に
つ
い
て
も
既
に
病
死
し
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
の）（（（
（

、
法
令
の
制
定
を
求
め
る
同
英
公
使
の
要
求

に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
井
上
は
、
同
英
公
使
の
要
求
を
巧
み
に
か
わ
し
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
も
、

同
英
社
が
井
上
の
対
応
に
満
足
し
て
い
る
旨
を
伝
え
る
に
留
ま
り
、
こ
れ
以
上
の
追
及
を
控
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）（（（
（

。

　

井
上
は
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
作
成
後
、
日
本
に
お
い
て
外
国
人
が
商
標
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
外
国
人
も
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日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
明
確
に
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
十

一
月
、
ハ
バ
ー
ド
米
公
使
か
ら
商
標
条
例
が
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
問
い
合
せ
が
な
さ
れ
た
際
、
井
上
は
、「
如
何

セ
ン
日
本
ノ
締
結
セ
シ
条
約
箇
条
ニ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
解
釈
ハ
不
幸
ニ
モ
日
本
人
民
ノ
外
他
国
人
民
ニ
対
シ
商
標
条
例
ヲ
適
用
ス
ル
ニ

就
テ
ハ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
故
障
ト
相
成
候
抑
モ
某
人
民
ニ
対
シ
法
律
ノ
特
権
及
ヒ
利
益
ヲ
与
ヘ
彼
ニ
於
テ
該
法
ニ
必
従
ス
ヘ
キ
義
務

ヲ
遵
守
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
極
メ
テ
危
険
ノ
モ
ノ
ニ
有
之
候
（
中
略
）
然
ル
ニ
右
義
務
未
遵
守
ノ
承
諾
無
之
間
ハ
我
政
府
ニ
於
テ
外
国
商

標
ニ
付
与
シ
能
フ
ヘ
キ
保
護
ハ
只
日
本
人
民
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
有
効
タ
ル
モ
ノ
ニ
有
之
候）（（（
（

」
と
応
じ
た
。
井
上
は
、
現
条
約
で
は
同
条

例
を
適
用
す
る
に
は
欠
陥
が
あ
る
上
に
、
同
条
例
に
基
づ
い
て
保
護
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
が
同
条
例
を
遵
守
し
な

い
場
合
は
極
め
て
問
題
で
あ
る
た
め
、
同
条
例
を
遵
守
す
る
と
い
う
合
意
が
日
本
と
各
国
と
の
間
で
成
立
し
な
い
限
り
、
外
国
人
に

も
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
明
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
井
上
は
、
内
地
開
放
の
条
件
と
し
て
、
外
国
人
が
日
本
の
法
令
を

遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
井
上
は
、
商
標
保
護
に
関
す
る
問
題
も
条
約
改
正
に
お
け
る
一
つ
の
交
渉
事
項
で
あ
る
と
し
て
、

明
確
に
位
置
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
を
受
け
て
、
欧
米
諸
国
（
参
加
国
は
、
英
、
仏
、
独
、
露
、
墺
、
伊
で
あ
り
、
後
に
、
ア
メ
リ
カ
、

ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
イ
ス
が
加
わ
っ
た
。）
の
間
で
は
、
東
京
の
ド
イ
ツ
公
使
館
に
お
い
て
、
三
回
に
わ
た
っ
て
非
公
式
会
合

が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
こ
の
内
、
同
年
七
月
十
六
日
に
行
わ
れ
た
会
合
に
お
い
て
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
と
デ
ー
ン
ホ
フ

独
公
使
は
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
第
十
六
条
に
つ
い
て
削
除
を
提
案
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
両
公
使
は
、
商
標
等
の
保
護
は
別

交
渉
に
す
る
と
い
う
姿
勢
を
依
然
と
し
て
崩
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
第
十
六
条
の
削
除
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
既
述
の
よ
う
に
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
は
、
井
上
に
対
し
て
商
標
保
護
に
関
す
る
特
約
の
締
結
を
直

ち
に
行
う
の
か
、
又
は
条
約
改
正
草
案
に
こ
れ
に
関
す
る
一
条
項
を
設
け
る
の
か
に
つ
い
て
既
に
提
案
し
て
い
た
旨
を
説
明
し
、
井

上
が
後
者
を
選
択
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
条
項
そ
の
も
の
を
削
除
す
る
こ
と
に
は
反
対
し
た）（（（
（

。
尤
も
、
同
仏
公
使
は
、
当
該
条
項
の
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内
容
自
体
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
即
ち
、
日
本
に
お
い
て
日
本
人
に
よ
り
偽
造
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
問
題
な
い
が
、
日
仏
以

外
の
第
三
国
に
お
い
て
偽
造
が
行
わ
れ
た
場
合
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
第
三
国
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
る
も

の
の
、
そ
の
国
の
裁
判
所
が
そ
の
国
以
外
の
国
民
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
新
た
に
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
同
仏
公
使
は
、
井
上
に
対
し
て
、
単
純
に
互
い
に
権
利
付
与
を
認
め
る
と
い
う
旨
を
規
定
す
る
の
が

望
ま
し
い
と
修
正
要
求
し
て
い
た）（（（
（

。

　

し
か
し
、
商
標
保
護
に
関
す
る
条
項
が
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
以
上
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ

仏
公
使
は
、
こ
の
成
果
を
逃
す
ま
い
と
し
て
、
こ
の
条
項
が
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
か
ら
削
除
さ
れ
、
商
標
保
護
に
関
す
る
交
渉

が
条
約
改
正
後
に
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
は
回
避
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
、
日
本
を
盾
に
反
対
し
た
の
で

あ
っ
た
。
同
仏
公
使
は
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
を
受
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
る
た
め
、
特
約
の
締
結
と
い
う
従

来
の
主
張
か
ら
条
約
改
正
会
議
で
の
問
題
解
決
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

結
局
、
こ
の
会
合
で
は
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
第
十
六
条
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
こ

れ
ま
で
欧
米
諸
国
の
間
で
は
、
商
標
等
の
保
護
は
暫
く
後
で
別
交
渉
を
行
う
と
い
う
姿
勢
が
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
有
力
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
仏
公
使
が
、「
最
近
で
は
、
ア
メ
リ
カ
公
使
や
ベ
ル
ギ
ー
公
使
も
同
じ
方
向
で
進
め
て
お
り
、
条
約
改
正
会

議
に
お
い
て
必
ず
解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る）（（（
（

」
と
自
信
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
や
ベ
ル
ギ
ー
等
で
も
、
条
約
改
正
会
議

に
お
い
て
問
題
解
決
を
求
め
る
意
見
が
次
第
に
高
ま
り
、
第
十
六
条
の
維
持
を
主
張
す
る
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
、
広
く
支
持
が
寄
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
欧
米
諸
国
の
変
化
に
つ
い
て
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
（T

heodor�von�H
olleben

）
独
公
使
は

以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
日
本
の
知
事
は
外
国
商
標
偽
造
に
対
し
て
商
標
条
例
で
は
対
応
で
き
な
い
と
説
明
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
こ

の
問
題
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
外
国
の
外
交
官
た
ち
が
、
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
た
い
と
い
う
願
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望
を
抱
い
た
こ
と
は
（
中
略
）
極
め
て
当
然
で
し
た）（（（
（

」。

　

他
の
欧
米
諸
国
は
、
商
標
条
例
で
は
外
国
商
標
が
保
護
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
交
渉
方
針
を
見
直
し
、
条
約
改
正
会
議
に

お
い
て
問
題
解
決
を
図
ろ
う
と
い
う
姿
勢
に
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
支
持
へ
と
集
ま
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
が
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
か
ら
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏

公
使
は
、「
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
の
反
対
を
受
け
な
が
ら
も
、
外
国
商
標
の
保
護
を
確
立
す
る
こ
と
に
成
功
し
た）（（（
（

」
と
、
自
身
の
成

果
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
た
。
そ
れ
は
、
条
約
改
正
を
機
に
自
身
の
主
張
を
欧
米
諸
国
に
も
容
認
さ
せ
る
べ
く
、
条
約
改
正
草
案
に
あ

え
て
組
み
込
ん
だ
井
上
の
選
択
と
、
条
約
改
正
会
議
に
お
い
て
問
題
解
決
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
他
の
欧
米
諸
国
の
姿
勢
の
変
化

に
よ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）　

外
国
商
標
偽
造
事
件
の
局
地
化

　

明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
お
い
て
、
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
も
、
井
上
の
下
に

は
、
外
国
商
標
が
偽
造
さ
れ
て
い
る
等
と
し
て
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
十
月
、
英
社
（M

essrs.�A
.�&

�F.�Pears�Co.

）
の
偽
造
品
が
販
売
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
プ
ラ
ン

ケ
ッ
ト
英
公
使
か
ら
、
関
係
者
の
調
査
と
偽
造
行
為
を
止
め
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
今
回
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
お
い
て
、

事
前
に
関
係
者
の
特
定
等
、
十
分
な
証
拠
が
集
ま
っ
て
い
な
い
中
で
の
苦
情
で
は
あ
っ
た
が
、
同
英
公
使
が
、
同
社
が
著
名
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
慮
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

こ
の
事
件
は
、
日
本
文
字
で
は
商
品
が
売
れ
な
い
と
考
え
た
日
本
人
が
、
自
身
も
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
も
の

の
、
当
該
英
社
の
商
品
を
見
本
と
し
て
、「
此
通
リ
西
洋
文
字
ニ
テ
ハ
能
ク
ナ
イ
故
仮
令
読
メ
ス
ト
モ
宜
敷
故
此
西
洋
字
ヲ
入
替
ヘ
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（
中
略
）
此
西
洋
石
鹸
ノ
体
裁
ニ
製
作
シ
呉
レ）（（（
（

」
と
、
全
て
を
模
倣
す
る
こ
と
は
問
題

が
あ
る
と
認
識
し
た
上
で
、
一
部
を
変
更
し
た
類
似
品
を
業
者
に
製
作
さ
せ
て
い
た
も

の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
図
２
の
よ
う
に
、
外
観
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
も
の
の
、

“A�&
�F.�PEA

RS

”と
い
う
文
字
が
“V�&

�F.�BFA
RS

”に
変
更
さ
れ
て
い
る
等
、
一

部
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。

　

井
上
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、「
差
止
方
御
申
越
ノ
趣
承
知
致
候

（
中
略
）
世
人
ヲ
欺
罔
ス
ル
不
良
ノ
所
為
ト
認
候）（（（
（

」
と
、
不
良
の
所
為
で
あ
る
と
直
ち

に
認
め
る
と
共
に
、
同
英
公
使
の
要
求
を
承
諾
し
た
旨
を
返
答
し
た
。「
法
律
上
ノ
議

論
ニ
ノ
ミ
拘
泥
シ
テ
（
中
略
）
其
侭
差
置
キ
候
ラ
ハ
国
際
上
ニ
モ
影
響
ヲ
及
シ
（
中
略
）

外
国
人
ニ
対
シ
友
誼
ノ
主
意
ニ
基
キ
差
止
メ
相
成
候
様
夫
々
御
訓
達
有
之
度）（（（
（

」
と
、
今
回
の
事
件
に
お
い
て
も
、
法
的
問
題
は
差
し

置
く
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
対
す
る
「
友
誼
ノ
主
意
」
か
ら
、
井
上
は
同
英
公
使
の
要
求
に
応
じ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
井
上
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
件
と
は
異
な
る
手
順
を
踏
む
こ
と
に
な
っ
た
。
井
上
は
、
大
迫
貞
清
警
視
総
監
に
対
し
て
直

接
調
査
を
依
頼
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
れ
ま
で
関
係
者
の
調
査
を
行
う
際
、
関
係
閣
僚
の
了
解
を
得
た
後
に
、
外
務
省
か

ら
内
務
省
に
対
し
て
調
査
の
依
頼
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
内
務
省
が
関
係
当
局
に
調
査
の
指
示
を
出
し
て
い
た
。
井
上
は
こ
の

手
順
の
一
部
を
省
略
し
、
鳩
山
和
夫
外
務
省
取
調
局
長
と
大
迫
警
視
総
監
と
の
間
で
事
前
に
調
整
を
つ
け
た
上
で）（（（
（

、
自
ら
警
視
総
監

に
対
し
て
直
接
調
査
の
依
頼
を
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
結
果
、
捜
査
当
局
が
速
や
か
に
調
査
に
乗
り
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
同
年
十
二
月
に
は
、
井
上
は
、
大
迫
警
視
総
監
か

ら
調
査
報
告
を
直
接
受
け
取
る
こ
と
が
で
き）（（（
（

、
翌
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、
関
係
者

の
取
調
べ
と
関
係
品
の
差
し
押
え
等
を
行
っ
た
旨
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。

図２　偽造商標（上）と英商標（下）

出典：F.O.46, Vol.343, p.61.
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ま
た
、
関
係
閣
僚
も
引
き
続
き
井
上
の
対
応
に
理
解
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
谷
干
城
農
商
務
大
臣
は
、「
交
際
国
ノ
友
誼
ニ
関

係
候
場
合
ニ
於
テ
ハ
不
容
易
儀
ニ
付
其
旨
ハ
内
務
省
ヘ
御
照
会
相
成
可
然）（（（
（

」
と
、
対
英
関
係
は
重
要
で
あ
る
と
し
て
理
解
を
示
し
た
。

山
縣
有
朋
内
務
大
臣
も
、「
如
何
処
分
シ
可
然
哉）（（（
（

」
と
対
応
に
苦
慮
し
て
い
る
関
係
当
局
に
対
し
て
、「
偽
造
ノ
石
鹸
及
ヒ
其
容
器
ヲ

差
押
ヘ
偽
造
ニ
係
ル
石
鹸
ノ
文
字
ヲ
消
徐
シ
容
器
ニ
貼
付
セ
ル
偽
造
ノ
商
標
ヲ
剥
取
シ
厳
ニ
後
来
ヲ
警
戒
シ
テ
之
ヲ
本
人
ニ
還
付
ス

ヘ
キ
事）（（（
（

」
と
、
具
体
的
な
対
応
方
法
を
指
示
す
る
等
、
井
上
を
支
援
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
政
府
内
に
は
、
目
前
に
迫
っ
て
い
た

条
約
改
正
会
議
に
対
し
て
、
少
し
で
も
悪
影
響
が
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
抑
え
る
一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
少
し
で
も
好
意
を
得
た

い
と
い
う
思
惑
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
結
果
、
井
上
が
先
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ

の
事
件
に
お
け
る
対
応
は
、
今
後
同
様
の
事
件
に
対
す
る
模
範
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

例
え
ば
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
二
月
、
独
社
（Firm

a�A
m

.�Reiss

）
か
ら
、
自
社
商
標
が
日
本
（
大
阪
）
に
お
い
て
偽
造

さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
小
松
原
英
太
郎
駐
独
臨
時
代
理
公
使
を
通
じ
て
、
苦
情
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
日
本
外
務
省
は
、

先
の
英
社
（M

essrs.�A
.�&

�F.�Pears�Co.

）
に
関
す
る
事
件
と
同
様
、「
好
意
上
其
請
求
ヲ
容
レ
ザ
ル
ヲ
得
サ
ル）（（（
（

」
と
し
て
、
関
係

当
局
に
直
接
調
査
を
依
頼
し
た
。
こ
の
結
果
、
日
本
外
務
省
は
、
そ
の
約
十
日
後
に
は
、
建
野
郷
三
大
阪
府
知
事
か
ら
「
色
装
ニ
貼

用
ス
ル
「
レ
ツ
テ
ル
」
原
板
及
模
型
共
毀
却
致
シ
再
応
不
都
合
無
之
候
様
厳
責
致
置
候）（（（
（

」
と
、
関
係
者
の
取
調
べ
と
関
係
品
の
毀
却

等
を
行
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
も
、「
友
好
の
精
神
」
が
示
さ
れ
た
と
し
て
、
井
上
の
既
述
の
対
応
を
高
く
評
価
し）（（（
（

、
英
社

（M
essrs.�A

.�&
�F.�Pears�Co.

）
も
満
足
を
示
し
た
こ
と
か
ら）（（（
（

、
こ
れ
以
上
の
追
及
は
控
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
英
公
使
は
、
商

標
等
の
保
護
は
別
交
渉
に
す
る
と
い
う
建
前
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た
が）（（（
（

、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
対
す
る
非
公
式
会
合
の
決
定

を
受
け
て
、
先
述
の
英
社
（M

essrs.�Lane,�Craw
ford�&

�Co.

）
に
関
す
る
事
件
の
よ
う
な
強
硬
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
こ
れ

ま
で
の
姿
勢
を
弱
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
条
約
改
正
会
議
が
開
催
さ
れ
た
後
の
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
九
月
に
も
、
先
述
の
英
社

（M
essrs.�Cocking�&

�Co.

）
の
商
標
が
再
び
偽
造
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
井
上
に
苦
情
を
寄
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
が）（（（
（

、
今
回
の
事
件

と
同
様
に
、
井
上
が
迅
速
に
対
応
し
た
こ
と
も
あ
っ
て）（（（
（

、
も
は
や
厳
し
い
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
（
一
八
八

七
）
年
の
頃
に
は
、「
申
し
入
れ
は
証
拠
が
明
白
な
場
合
に
限
り
行
う
こ
と
が
望
ま
し
く
、
疑
わ
し
い
場
合
に
ま
で
頻
繁
に
申
し
入

れ
を
行
う
こ
と
は
、
本
当
に
困
難
な
場
合
の
私
の
権
力
を
弱
め
る）（（（
（

」
と
し
て
、
証
拠
が
明
白
な
場
合
以
外
、
日
本
政
府
に
苦
情
を
寄

せ
る
こ
と
は
出
来
る
限
り
抑
制
し
た
い
と
い
う
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
同
英
公
使
の
下
に
は
、
依
然
と
し
て
外
国
商
標

偽
造
に
関
す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
商
標
保
護
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
決

定
済
み
で
あ
り
、
英
社
（M

essrs.�A
.�&

�F.�Pears�Co.

）
に
関
す
る
事
件
で
は
、
十
分
な
証
拠
が
集
ま
っ
て
い
な
い
中
で
苦
情
を
寄

せ
て
い
た
。
同
英
公
使
と
し
て
も
、
法
的
根
拠
が
存
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
度
々
苦
情
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る

日
本
政
府
の
反
発
を
懸
念
し
、
条
約
改
正
会
議
に
ま
で
悪
影
響
が
及
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
極
力
抑
制
す
る
た
め
、
こ
の
問
題
を
局
地

化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
英
外
務
省
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、「
全
て
の
場
合
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め

に
い
か
な
る
手
段
を
も
講
じ
る
べ
き
で
あ
る）（（（
（

」
と
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
本
政
府
に
対
し
て
、
そ
の
都

度
対
応
を
求
め
る
よ
う
指
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
英
外
務
省
に
は
、
依
然
と
し
て
英
産
業

界
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
商
標
保
護
に
関
す
る
問
い
合
せ
や）（（（
（

、
偽
造
事
件
が
発
生
し
た
場
合
の
裁
判
手
続
き
に
関
す
る
問
い
合
せ
等

が
相
次
い
で
寄
せ
ら
れ
て
い
た）（（（
（

。
中
に
は
、
日
本
に
お
け
る
商
標
保
護
を
強
く
主
張
す
る
陳
情
書
も
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り）（（（
（

、

英
外
務
省
と
し
て
は
、「
現
在
交
渉
中
で
あ
る）（（（
（

」
と
回
答
す
る
他
な
く
、
英
産
業
界
か
ら
の
高
ま
る
不
満
に
対
し
て
、
少
し
で
も
彼

ら
の
不
満
を
解
消
す
る
た
め
に
も
、
更
に
圧
力
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
ド
イ
ツ
で
も
、
先
の
独
社
（Firm

a�A
m

.�Reiss

）
に
関
す
る
商
標
偽
造
事
件
を
受
け
て
、
リ
ュ
ー
ア
ゼ
ン
（Johannes�
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Lührsen

）
独
上
海
総
領
事
か
ら
、
独
商
標
を
保
護
す
る
た
め
の
規
定
を
条
約
改
正
草
案
に
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
よ
う
に）（（（
（

、

従
来
の
交
渉
方
針
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
も
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
独
外
務
省
は
、
商
標
等
の
保
護
に

つ
い
て
は
、
新
条
約
が
成
立
す
る
ま
で
は
何
も
指
示
し
な
い
と
し
て）（（（
（

、
従
来
方
針
を
維
持
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
以

上
の
動
き
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
井
上
の
迅
速
な
対
応
の
他
に
、
独
外
務
省
が
日
本
の
工
業
力
を
軽
視
し

て
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
っ
た
。
独
外
務
省
は
、
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
の
専
売
特
許
条
例
に
よ
っ
て
特
許
が
認
め
ら
れ
た
発

明
に
注
視
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、「
一
日
平
均
二
件
の
特
許
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
大
抵
農
業
機
具
に
関
す
る
も

の
で
あ
る）（（（
（

」
と
し
て
、
依
然
と
し
て
日
本
の
工
業
力
は
未
熟
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
工
業
力
に
は
遠
く
及
ば
な
い
と
い
う
認
識
を
示
し
、

商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
を
低
く
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
井
上
は
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
提
示
後
も
、
引
き
続
き
、
外
国
商
標
偽
造
事
件
に
対
し
て
問
題
の
局
地
化
を

図
り
、
加
え
て
、
よ
り
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
に
、
政
府
内
手
続
き
の
一
部
を
省
略
し
て
、
条
約
改
正
会
議
へ
の
影
響
を
最
小
限
に

抑
え
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
い
て
外
国
商
標
が
保
護
さ
れ
な
い

現
状
に
不
満
が
燻
り
続
け
て
い
た
も
の
の
、
度
重
な
る
苦
情
は
控
え
た
い
と
い
う
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
の
姿
勢
や
、
従
前
同
様
、

他
の
交
渉
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
独
外
務
省
の
姿
勢
も
あ
っ
て
、
井
上
は
右
の
思
惑
を
ど
う
に
か
達
成
す
る
形
で
条
約
改
正

会
議
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

五　

条
約
改
正
会
議

（
一
）　

明
治
十
九
年
五
月
井
上
案

　

明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
五
月
一
日
、
条
約
改
正
草
案
を
審
議
す
る
た
め
の
条
約
改
正
会
議
が
東
京
に
お
い
て
開
催
さ
れ
る
こ
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と
に
な
っ
た
。
こ
の
改
正
会
議
は
、
翌
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
七
月
十
八
日
ま
で
、
先
の
予
備
会
議
同
様
、
合
同
会
議
形
式
に

よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。
会
議
参
加
国
は
予
備
会
議
の
参
加
国
で
あ
る
、
日
、
英
、
仏
、
独
、
墺
、
露
、
伊
、
蘭
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
イ

ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ア
メ
リ
カ
に
加
え
て
、
後
に
ハ
ワ
イ
が
参
加
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
一
回
会
議
に
お
い
て
、
井
上
は
、
新
た
に
作
成
し
た
条
約
改
正
草
案
（
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
同
草
案
は
、
井
上
が
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
シ
ー
ボ
ル
ト
（A

lexander�von�Siebold

）
ら
と
共
に
、
先
の
明
治
十
八
年
四
月

井
上
案
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り）（（（
（

、
商
標
保
護
に
関
し
て
、
第
七
条
で
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。

　

A
RT

ICLE�V
II.

　

T
he�H

igh�Contracting�Parties�agree�that,�w
ith�regard�to�trade-m

arks,��
............subjects�shall�enjoy�in�Japan,�and�Japanese�subjects�shall�enjoy�in�............,�the�sam

e�protection�as�native�subjects.

　

T
he�trade-m

arks�in�w
hich�the�subjects�of�one�of�the�tw

o�countries�m
ay�w

ish�to�secure�the�right�of�property�in�
the�other�m

ust�be�recorded�at�the�proper�offi
ce,�in�conform

ity�w
ith�the�conditions�and�form

alities�prescribed�by�the�
Law

s�and�Regulations�of�the�country�in�w
hich�such�record�is�m

ade.

　

T
he�exclusive�right�to�use�a�trade-m

ark�in�the�other�country�cannot�exist�for�a�longer�period�than�that�fixed�by�
the�law

�of�the�country�of�its�origin.�If�a�trade-m
ark�has,�how

ever,�becom
e�public�property�in�the�country�of�its�

origin,�it�shall�be�equally�free�to�all�in�the�other�country.

（
商
標
ニ
関
シ
テ
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
人
民
日
本
ニ
於
ケ
ル
モ
日
本
人
民
ヽ
ヽ
ヽ
国
ニ
於
ケ
ル
モ
各
其
内
国
人
ト
同
一
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ヘ
キ
事
ヲ
締
約

両
国
ニ
於
テ
議
定
ス

締
約
国
一
方
ノ
人
民
他
ノ
一
方
ニ
於
テ
所
有
権
ヲ
得
ン
ト
欲
ス
ル
商
標
ハ
登
録
ヲ
為
ス
国
ノ
法
律
規
則
ヲ
以
テ
制
定
シ
タ
ル
要
件
及
ヒ
手
続
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ニ
循
拠
シ
該
国
相
当
ノ
官
衙
ニ
於
テ
之
ヲ
登
録
ス
ヘ
シ

此
国
ニ
於
テ
彼
国
ノ
商
標
ヲ
専
用
ス
ル
ノ
権
ハ
此
国
ノ
法
律
ヲ
以
テ
制
定
シ
タ
ル
期
限
ヲ
超
ユ
ル
ヲ
得
ス
若
シ
彼
国
ノ
商
標
其
本
国
ニ
於
テ

公
衆
ノ
所
有
ニ
帰
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
国
ニ
於
テ
モ
亦
自
由
ニ
之
ヲ
使
用
シ
得
ル
モ
ノ
ト
ス）

（（（
（

）

　

第
一
項
で
は
、
商
標
に
つ
い
て
内
国
人
と
同
様
の
保
護
を
受
け
る
と
い
う
旨
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
二
項
で
は
、
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
標
は
、
登
録
が
行
わ
れ
る
国
の
法
令
に
従
っ
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
新
た
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
三
項
前
段
で
は
、
他
方
の
国
に
お
い
て
使
用
す
る
商
標
は
他
方
の
国
の
法
律
が
規
定
し
て
い
る
年
限
を
超
え
て
使
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
、
後
段
で
は
、
本
国
に
お
い
て
公
用
と
な
っ
た
商
標
は
他
方
の
国
に
お
い
て
も
自
由
に
使
用
で
き
る
こ
と
が
規
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

尚
、
井
上
は
、
こ
の
草
案
提
出
後
間
も
な
く
し
て
、
新
た
に
修
正
版
を
改
正
会
議
に
提
出
し
て
い
る
が
、
第
七
条
に
つ
い
て
は
、

第
三
項
の
誤
記
が
修
正
さ
れ
た
他
は
、
特
に
大
き
な
修
正
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い）（（（
（

。

　

同
草
案
に
お
い
て
、
井
上
は
、
外
国
人
が
日
本
に
お
い
て
商
標
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
日
本
の
法
令
に
従
っ
て
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

先
の
明
治
十
八
年
四
月
案
に
お
い
て
も
、
井
上
は
、
商
標
は
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
旨
を
規
定
す
る
と
共
に
、
同
案
第
五
条
に
お
い
て
、
在
留
外
国
人
は
日
本
の
一
般
的
な
法
律
（general�law

）
に
従
う
義

務
を
負
い
、
行
政
規
則
（A

dm
inistrative�Regulations

）
等
に
拘
束
さ
れ
る
旨
も
規
定
し
て
い
た
が）（（（
（

、
こ
の
「
一
般
的
な
法
律
」

や
「
行
政
規
則
」
等
に
商
標
条
例
等
が
含
ま
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
国
の
法
律
に
従
っ

て
登
録
を
受
け
る
の
か
等
に
つ
い
て
疑
義
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。



60

法学研究�89�巻�6�号（2016：6）
　

し
か
し
、
同
草
案
に
お
い
て
、
井
上
は
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
、
外
国
人
が
日
本
に
お
い
て
商
標
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
、
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
た
。
但
し
、
井
上
が
同
草
案
に
お
い
て
望
ん
で
い
た
こ
と
は
、

欧
米
諸
国
が
罰
則
規
定
も
含
め
た
商
標
条
例
の
全
て
を
受
諾
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
外
国
人
が
商
標
条
例
に
違
反
し
た
場
合
の
裁
判

管
轄
に
つ
い
て
は
、
外
国
裁
判
所
が
担
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た）（（（
（

。

　

井
上
は
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
と
の
間
で
、
特
許
の
保
護
に
つ
い
て
も
事
前
に
同
意
し
て
い
た
が）（（（
（

、
結
局
規
定
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
十
月
、「
特
別
例
外
ノ
処
置）（（（
（

」
を
求
め
る
ハ
バ
ー
ド
米
公
使
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
人
に
も
特
許
を
認
め
る
よ
う
再
度
請
求
が
出
さ
れ
た
際
、
吉
田
清
成
農
商
務
次
官
が
「
外
国
発
明
品
ニ
対
シ
特
別
専
売
等

ノ
保
護
ヲ
与
ヘ
候
義
ハ
当
省
ニ
於
テ
何
分
詮
議
ニ
難
及
候）（（（
（

」
と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
農
商
務
省
内
に
は
外
国
人
に
対
し
て
特
許
を

認
め
る
こ
と
に
根
強
い
反
対
論
が
存
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

版
権
の
保
護
に
つ
い
て
、
同
草
案
に
は
、
外
国
人
に
出
版
条
例
を
適
用
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
が）（（（
（

、
そ
れ
は
、
明
治
十
三

年
井
上
案
と
同
様
、
国
内
の
治
安
維
持
等
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
た
。
井
上
は
、「
行
政
規
則
中
現
行
ノ
儘
ニ
シ
テ
最
モ
外
国
人
ニ
適

施
シ
難
キ
ハ
新
聞
条
例
出
版
条
例
是
ナ
リ
（
中
略
）
各
国
ノ
法
ニ
比
較
シ
テ
多
少
過
厳
ノ
箇
条
ア
ル
ヲ
免
カ
レ
ス
故
ニ
之
ヲ
改
正
シ

且
各
国
ノ
体
裁
ニ
倣
ヒ
出
版
条
例
中
ニ
新
聞
ノ
事
ヲ
包
括
セ
シ
メ
出
版
条
例
中
版
権
ノ
事
ハ
別
ニ
条
例
ヲ
設
ケ
ラ
レ
ン
事
ヲ
要
ス）（（（
（

」

と
考
え
て
い
た
。
井
上
は
、
版
権
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
除
外
す
る
等
の
改
正
を
行
っ
た
上
で
、
新
た
な
出
版
条
例
の
適
用

を
目
指
す
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
外
国
人
の
版
権
保
護
の
観
点
は
、
明
治
十
三
年
井
上
案
よ
り
も
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

井
上
は
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
に
お
い
て
、
外
国
人
が
日
本
に
お
い
て
商
標
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
日
本
の
法

令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
主
張
を
明
確
に
す
る
一
方
で
、
外
国
人
の
特
許
や
版
権
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
認
め
な
い
姿

勢
を
示
し
、
自
国
の
利
益
を
よ
り
鮮
明
に
打
ち
出
し
た
と
い
え
よ
う
。
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一
方
、
既
述
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
や
ハ
バ
ー
ド
米
公
使
は
、
外
国
人
へ
の
商
標
条
例
の
適
用
を
求
め
て
い
た
。
ま

た
、
シ
エ
ン
キ
エ
ウ
ィ
ッ
ツ
仏
公
使
も
、「
十
分
と
思
わ
れ
る
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
る）（（（
（

」
と
、
同
条
例
を
評
価
し
、
遵
守
す
る
こ

と
に
は
理
解
を
示
し
て
い
た
。
井
上
の
右
の
主
張
は
、
欧
米
諸
国
の
間
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
日
本
と
欧
米
諸
国

と
の
間
で
合
意
形
成
の
可
能
性
は
高
ま
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

（
二
）　

英
独
案
の
提
出
と
「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
の
作
成

　

改
正
会
議
で
は
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
審
議
は
大
い
に
難
航
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
六
月
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
、
井
上

の
同
意
を
得
て
、
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
独
公
使
と
共
に
、
新
た
に
作
成
し
た
草
案
（
英
独
案
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

同
草
案
で
は
、
批
准
後
二
年
以
内
に
内
地
を
開
放
し
、
外
国
人
に
内
国
民
待
遇
を
与
え
、
外
国
人
の
内
地
で
の
旅
行
、
居
住
、
商

工
業
の
営
業
、
動
産
及
び
不
動
産
の
取
得
を
認
め
る
と
共
に
、
条
件
付
で
あ
る
も
の
の
、
明
確
な
時
期
に
領
事
裁
判
を
撤
廃
す
る
こ

と
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
と
ホ
ル
レ
ー
ベ
ン
独
公
使
か
ら
、
通
商
事
項
は
別
条
約
を
締
結
す
る
旨
も
説
明
さ
れ
、
こ
れ
に
対

し
、
日
本
を
含
め
た
各
国
は
支
持
を
表
明
し
た
た
め
、
今
後
の
会
議
で
は
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
に
代
わ
っ
て
、
同
草
案
が
審
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

同
年
十
月
、
暫
く
休
会
の
後
、
会
議
が
再
開
さ
れ
、
英
独
案
の
審
議
が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
再
開
後
の
会
議

で
は
、
主
に
裁
判
管
轄
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
、
通
商
事
項
に
関
す
る
審
議
が
開
始
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
翌
明
治
二
十

（
一
八
八
七
）
年
四
月
二
日
の
会
議
に
お
い
て
、
青
木
周
蔵
外
務
次
官
か
ら
「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
が
提
出
さ
れ
て
か
ら
で

あ
っ
た）（（（
（

。
同
草
案
で
は
、
商
標
等
の
保
護
に
関
し
て
、
第
三
条
で
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。
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第
三
条

締
盟
国
ノ
一
方
ノ
臣
民
若
ク
ハ
人
民
ハ
他
ノ
一
方
ノ
版
図
内
ニ
在
テ
ハ
法
律
ニ
於
テ
定
ム
ル
所
ノ
手
続
ヲ
履
行
ス
ル
ト
キ
ハ
専
売
特
許
商
標

及
図
案
ニ
関
シ
内
国
臣
民
ト
同
一
ノ
保
護
ヲ
享
ク
ベ
シ

締
盟
国
ノ
一
方
ニ
於
テ
右
互
相
ノ
保
護
ヲ
他
ノ
一
方
ノ
臣
民
ニ
与
フ
ル
ノ
程
度
及
ビ
年
限
ハ
該
臣
民
カ
其
本
国
ニ
在
テ
保
護
ヲ
享
ク
ル
ト
同

様
タ
ル
ベ
シ

一
国
ニ
於
テ
普
通
用
ト
ナ
リ
タ
ル
商
標
ハ
他
ノ
国
ニ
於
テ
モ
均
シ
ク
自
由
タ
ル
ベ
シ

　

同
草
案
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
が
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
に
つ
い
て
、
英
国
と
他
の
欧
米
諸
国
と
の
条
約
を
参
考
に
修

正
す
る
こ
と
が
良
い
と
の
意
向
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら）（（（
（

、
明
治
十
六
（
一
八
八
三
）
年
六
月
の
英
伊
通
商
条
約
（T

he�A
nglo-

Italian�T
reaty�of�Com

m
erce�of�the�15th�June,�1883

）
に
基
づ
き
新
た
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
り）（（（
（

、
同
条
約
第
十
七
条
に
は
以

下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た）（（（
（

。

　

X
V

II

　

T
he�subjects�of�each�of�the�Contracting�Parties�shall�have,�in�the�dom

inions�and�possessions�of�the�other,�the�sam
e�

rights�as�native�subjects�in�regard�to�patents�for�inventions,�trade-m
arks,�and�designs,�upon�fulfilm

ent�of�the�
form

alities�prescribed�by�law
.�

　

英
伊
通
商
条
約
の
右
の
第
十
七
条
に
は
、
特
許
、
商
標
、
意
匠
に
関
し
て
、
相
手
国
の
法
律
に
従
っ
て
手
続
き
を
行
う
場
合
は
、

内
国
民
と
同
様
の
保
護
を
受
け
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
第
三
条
第
一
項
は
、
こ
の
条
項
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に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
第
三
条
は
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
七
条
の
基
本
的
な
内
容
を
ほ
ぼ
包
摂
し
て
い
る
こ

と
も
分
か
る
。
即
ち
、
第
一
項
は
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
相
当
し
、
新
た
に
商
標
だ
け
で
な
く

特
許
や
意
匠
に
つ
い
て
も
内
国
民
と
同
様
の
保
護
を
受
け
る
旨
を
規
定
し
、
ま
た
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
七
条
第
二
項
と
同

様
、
相
手
国
に
お
い
て
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
国
の
法
律
に
従
っ
て
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
規

定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
二
項
は
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
七
条
第
三
項
前
段
に
相
当
し
、
保
護
の
程
度
及
び
年
限
は
自
国
の
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
と
同
等
で
あ
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
三
項
は
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
七
条
第
三
項
後
段
に
相
当
し
、
一
方
の
国
に
お
い
て
公
用
と
な
っ
た
商
標
は
他
方
の
国
に

お
い
て
も
自
由
に
使
用
で
き
る
こ
と
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

尚
、
著
作
権
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
側
も
一
貫
し
て
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
や）（（（
（

、

最
恵
国
待
遇
規
定
の
問
題
も
あ
っ
て）（（（
（

、
結
局
、
規
定
に
は
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

四
月
二
十
二
日
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
、
青
木
周
蔵
外
務
次
官
、
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ポ
ッ
ト
（J.J.�van�der�Pot

）
蘭
弁
理
公

使
、
ザ
ッ
ペ
（Eduard�Zappe

）
独
第
二
委
員
、
ハ
バ
ー
ド
米
公
使
、
ル
ク
ー
（A

ndré�Lequeux

）
仏
第
二
委
員
か
ら
構
成
さ
れ

た
通
商
事
項
取
調
委
員
会
に
お
い
て
、
同
草
案
を
検
討
す
る
こ
と
が
決
定
し）（（（
（

、
同
月
二
十
七
日
、
第
一
回
委
員
会
が
開
催
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

同
委
員
会
に
お
い
て
、
第
三
条
は
、
同
月
末
か
ら
翌
五
月
上
旬
に
か
け
て
審
議
さ
れ）（（（
（

、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
語
句

修
正
の
上
、
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
、
第
三
項
に
つ
い
て
は
、
不
必
要
と
し
て
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。

　

ま
た
、
ル
ク
ー
仏
第
二
委
員
は
、「
工
業
所
有
権
保
護
条
約
の
個
条
を
通
商
及
航
海
条
約
中
に
挿
入
し
以
て
日
本
原
案
の
個
条
に
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代
ふ
可
し
（
中
略
）
万
国
条
約
に
依
て
与
ふ
る
所
の
保
護
は
啻
に
専
売
特
許
、
商
標
及
び
図
案
に
適
施
す
可
き
の
み
な
ら
ず
尚
又
商

店
の
商
号
に
も
適
施
す
べ
き
も
の
た
る
に
付
日
本
原
案
に
掲
載
す
る
所
よ
り
も
其
範
囲
一
層
拡
大
な
り
と
す）（（（
（

」
と
、
パ
リ
条
約
条
項

の
追
加
を
発
議
し
た
。
商
号
の
保
護
等
、
よ
り
広
範
な
保
護
を
目
指
す
た
め
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
と
フ
ァ
ン
・
デ

ル
・
ポ
ッ
ト
蘭
弁
理
公
使
は
こ
れ
に
賛
成
し
た
が
、「
独
逸
国
及
び
日
本
国
は
未
だ
巴
里
万
国
条
約
に
加
盟
せ
ざ
る
に
付）（（（
（

」、
結
局
第

三
条
は
以
下
の
よ
う
に
決
定
し
た）（（（
（

。

　

第
三
条

締
盟
国
ノ
一
方
ノ
臣
民
或
ハ
人
民
ハ
他
ノ
一
方
ノ
版
図
内
ニ
在
テ
ハ
法
律
ニ
於
テ
定
ム
ル
所
ノ
手
続
ヲ
履
行
ス
ル
ト
キ
ハ
専
売
特
許
、
商
標

及
ビ
図
案
ニ
関
シ
内
国
臣
民
ト
同
一
ノ
保
護
ヲ
受
ク
ベ
シ

両
締
盟
国
ハ
其
臣
民
或
ハ
人
民
カ
自
国
ニ
於
テ
保
護
ヲ
受
ク
ル
ノ
区
域
及
ビ
年
限
ハ
前
項
ノ
保
護
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

　

明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
七
条
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
第
一
項
及
び
第
二
項
は
、
基
本
的
な
内
容
に
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
な
く
、「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
第
三
条
第
一
項
に
包
摂
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
商
標
等
の
保
護
を
日
本
で
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
外
国
人
も
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
井
上
の
主
張
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
同
条
項
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
が
「
十
分
な
保
護）（（（
（

」
と
自
負
し
て
い
る
よ
う
に
、
外
国
人
へ
の
商
標
条
例
等
の
適

用
を
求
め
て
い
た
欧
米
諸
国
に
と
っ
て
も
満
足
で
き
る
内
容
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
同
条
項
は
、
井
上
期
以
降
の
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
も
、
根
幹
に
関
係
す
る
よ
う
な
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
な
く
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
の
日
英
通
商
航
海
条
約
第
十
七
条
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
井
上
期
に
お
い

て
、
日
本
と
欧
米
諸
国
と
の
間
で
、
日
本
は
外
国
人
の
商
標
等
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
欧
米
諸
国
も
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
と
い
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う
基
本
合
意
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
三
）　

パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
加
盟
要
求

　

明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
五
月
、
東
京
に
お
い
て
改
正
会
議
が
行
わ
れ
て
い
た
頃
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
新
た
な
動
き
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
（3rd�M

arquis�of�Salisbury

）
英
外
相
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、
日
本
に

パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
を
促
す
よ
う
、
新
た
に
指
示
し
た
の
で
あ
る）（（（
（

。
同
英
外
相
が
、
英
出
版
社
（M

essrs.�

Longm
ans,�G

reen�&
�

Co.

）
か
ら
、
同
社
の
英

語
教
科
書
が
日
本
に
お
い

て
無
断
で
複
製
さ
れ
て
い

る
と
し
て
、
被
害
が
訴
え

ら
れ
る
と
共
に
、
日
本
の

ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
の

必
要
性
も
指
摘
さ
れ
た
た

め
で
あ
っ
た）（（（
（

。
図
３
の
よ

う
に
、
中
表
紙
中
央
部
に
、

“T
H

E
�IN

F
A

N
T

�

REA
D

ER

”等
、
同
中
央

下
部
に
、
“LO

N
D

O
N

�

図３　中表紙（右上）と奥付（右下）

出典：F.O.46, Vol.372, pp.64, 94.
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LO

N
GM

A
N

S,�GREEN
,�A

N
D

�CO
.�1885

”、
“All�rights�reserved

”と
い
う
記
載
も
な
さ
れ
て
い
た
が
、
奥
付
に
は
、
翻
刻

出
版
人
、
写
真
石
版
印
刷
人
、
売
捌
人
と
共
に
、「
明
治
二
十
年
二
月
九
日
翻
刻
御
届
同
年
三
月
出
版
」
と
い
う
記
載
も
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
カ
リ
ー
（Sir�Philip�H

.�W
.�Currie

）
英
外
務
次
官
は
、「
日
本
に
圧
力
を
か
け
る
良
い
機
会
で
あ
る）（（（
（

」
と
し
て
、

こ
れ
を
機
に
、
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
の
加
盟
に
つ
い
て
も
要
求
し
、
更
な
る
圧
力
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
た
め
、
七
月
上
旬
、
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
英
外
相
か
ら
の
先
述
の
指
示
を
受
け
た
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
通
商
事
項
取
調
委

員
会
に
お
い
て
、
英
出
版
社
の
被
害
を
訴
え
る
と
共
に
、
同
英
外
相
か
ら
日
本
に
対
し
て
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
を
勧

告
す
る
よ
う
指
示
を
受
け
た
旨
を
説
明
し）（（（
（

、
後
日
、
日
本
に
対
し
て
両
条
約
へ
の
加
盟
を
正
式
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た）（（（
（

。
同
英

公
使
と
し
て
も
、
英
外
相
の
指
示
を
受
け
て
、
再
び
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
英
外
相
は
、
七
月
下
旬
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
第
三
条
に
つ
い
て
、

他
国
の
動
向
に
イ
ギ
リ
ス
も
影
響
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
第
一
項
以
外
は
削
除
す
る
よ
う
修
正
指
示
し
た
。
そ

の
際
、
改
め
て
日
本
に
対
し
て
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
を
促
す
こ
と
、
及
び
著
作
権
や
工
業
所
有
権
の
侵
害
に
対
す
る

救
済
方
法
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
よ
う
指
示
し
た）（（（
（

。
同
英
外
相
は
、
こ
の
事
件
を
契
機
と
し
て
、
改
正
会
議
に
お
い
て
、
日
本
に
対

し
て
知
的
財
産
権
の
保
護
を
強
く
要
求
す
る
姿
勢
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
問
題
を
局
地
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

極
力
改
正
会
議
へ
の
影
響
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
井
上
に
と
っ
て
、
最
も
懸
念
さ
れ
て
い
た
事
態
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。

　

日
本
側
は
、
従
前
同
様
、
両
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て
拒
否
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
か
っ
た
。
尤
も
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
つ
い
て

は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
一
月
に
ウ
ォ
ル
フ
瑞
西
総
領
事
か
ら
再
度
加
盟
を
勧
誘
さ
れ
た
際
は）（（（
（

、
改
正
会
議
が
目
前
に
迫
っ

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
井
上
は
、「
美
挙
ニ
有
之
候
得
共
本
邦
現
今
之
実
況
ニ
テ
ハ
右
条
約
加
盟
ノ
儀
ハ
不
便
之
事
可
有
之
候
ニ

付
姑
ク
其
決
議
ノ
数
ニ
加
入
ス
ル
コ
ト
ヲ
差
扣
ヘ
単
ニ
該
会
議
事
模
様
ヲ
視
察
報
告
セ
シ
メ
ハ
一
面
ニ
於
テ
ハ
条
約
ニ
結
束
セ
ラ
ル
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ノ
患
ナ
ク）（（（
（

」
と
、
同
条
約
の
国
際
会
議
に
委
員
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
但
し
、
派
遣
す
る
黒
川
誠
一
郎
外
務
書
記
官
に
は
、

「
条
約
書
ニ
調
印
シ
其
決
議
ノ
数
ニ
加
入
ス
ル
コ
ト
ハ
姑
ク
差
扣
ヱ
候
事）（（（
（

」
等
と
、
こ
の
会
議
に
は
一
切
関
与
し
な
い
よ
う
念
押
し

て
い
た
よ
う
に）（（（
（

、
同
条
約
に
は
加
盟
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
単
に
視
察
報
告
す
る
と
い
う
名
目
で
あ
っ
た
。
か
か
る
参
加

は
、
再
三
に
わ
た
る
勧
誘
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
日
感
情
が
悪
化
し
、
改
正
会
議
に
も
悪
影
響
が
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
を

極
力
回
避
し
た
い
と
い
う
思
惑
か
ら
で
あ
っ
て
、
同
条
約
加
盟
拒
否
の
姿
勢
に
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
青
木
外
務
次
官
は
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
に
対
し
て
、
日
本
の
学
生
は
と
て
も
貧
し
い
た
め
、
翻
刻
さ
れ
た
安

価
な
本
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
旨
を
説
明
し
、
彼
ら
を
保
護
す
る
た
め
に
も
、
今
後
少
な
く
と
も
数
年
間
は
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟

の
見
込
み
は
な
い
と
し
て
拒
否
し
つ
つ
も
、
パ
リ
条
約
加
盟
に
つ
い
て
は
、
同
意
し
な
い
理
由
は
な
い
と
し
て
、
加
盟
を
認
め
る
姿

勢
も
一
部
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た）（（（
（

。

　

結
局
、
井
上
は
、「
我
国
出
版
条
例
ハ
勿
論
其
他
ノ
法
律
ニ
モ
外
国
出
版
ノ
書
籍
類
ヲ
翻
刻
出
版
ス
ル
ヲ
禁
ス
ル
ノ
条
款
無
之
ニ

付
テ
ハ
如
何
ト
モ
処
分
途
無
之
且
ツ
該
翻
刻
書
首
葉
ニ
ハ
倫
敦
ロ
ン
グ
マ
ン
ス
会
社
云
々
ノ
字
記
載
有
之
候
処
其
結
尾
ニ
ハ
漢
字
ヲ

以
テ
其
翻
刻
物
ナ
ル
事
幷
ニ
翻
刻
出
版
人
及
印
刷
人
ノ
姓
名
ト
モ
詳
細
記
載
有
之
該
書
ハ
東
京
ニ
於
テ
翻
刻
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
倫

敦
ロ
ン
グ
マ
ン
ス
会
社
ノ
出
版
ニ
ア
ラ
サ
ル
事
明
亮
ニ
相
分
リ
候
（
中
略
）
万
国
出
版
権
及
工
業
物
権
保
護
二
同
盟
ニ
加
入
ノ
義
ハ

熟
考
ヲ
遂
ケ
候
上
追
テ
御
回
答
可
申
進
義
モ
可
有
之）（（（
（

」
と
回
答
し
た
。
井
上
は
、
出
版
条
例
等
に
お
い
て
外
国
出
版
物
を
翻
刻
出
版

す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
該
書
籍
に
は
東
京
に
お
い
て
翻
刻
し
た
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
英
出
版
社
の
書

籍
で
な
い
と
反
論
し
た
。
ま
た
、
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て
も
、
明
確
な
回
答
に
つ
い
て
は
保
留
し
つ
つ
、
事

実
上
拒
否
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

井
上
は
、
こ
れ
ま
で
外
国
商
標
偽
造
事
件
に
お
い
て
は
、
明
文
規
定
が
存
在
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
を
極
力
局
地

化
し
よ
う
と
、
可
能
な
範
囲
で
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
に
応
じ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
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を
明
確
に
拒
否
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
頃
に
は
、
既
に
国
内
の
激
し
い
批
判
を
受
け
て
、
改
正
会
議
の
延
期
が
余
儀
な
く
さ
れ

て
い
て
、
こ
れ
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
要
求
に
応
じ
る
必
要
性
が
低
下
す
る
背
景
も
生
じ
て
い
た
。

　

プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
も
、「
翻
刻
本
は
、
日
本
に
お
い
て
英
語
を
急
速
に
普
及
さ
せ
て
い
る
主
要
な
媒
体
の
一
つ
で
あ
り
、
強

く
圧
力
を
か
け
る
こ
と
は
気
が
進
ま
な
い）（（（
（

」
と
し
て
、
英
語
普
及
の
観
点
か
ら
も
、
こ
れ
以
上
の
圧
力
を
か
け
る
こ
と
に
は
慎
重
な

姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
同
英
公
使
は
、
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て
も
、
井
上
の
正
式
な
回
答
を
待
つ
姿
勢
を
示

し
た
こ
と
も
あ
っ
て）（（（
（

、
更
な
る
追
及
を
控
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
、
明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
九
月
、
井
上
は
、
パ
リ
条
約
、

ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
に
つ
い
て
の
正
式
な
回
答
を
示
す
こ
と
な
く
、
外
相
を
辞
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
両
条
約
へ
の
加
盟

に
つ
い
て
は
、
後
任
の
大
隈
重
信
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
改
正
会
議
の
終
盤
に
お
い
て
、
以
前
か
ら
更
な
る
圧
力
を
か
け
る
機
会
を
う
か
が
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
か
ら
、
著

作
権
の
保
護
に
加
え
て
、
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
へ
の
加
盟
が
正
式
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
日
本
の
パ
リ
条
約
、
ベ
ル

ヌ
条
約
加
盟
に
つ
い
て
も
、
条
約
改
正
の
交
渉
事
項
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
井
上
に
と
っ
て
は
厳
し
い
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
条
約
改
正
草
案
（
通
商
及
航
海
条
約
草
案
）
の
審
議
終
了
直
前
で
あ
っ
た
た
め
、
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
会
議
の
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
英
外
務
省
が
こ
の
要
求
を
必
須
事
項
と
し
て
で
は
な
く
、
更
な
る
圧
力
を
か
け
る

た
め
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
や
、
フ
ラ
ン
ス
等
の
他
の
条
約
加
盟
国
と
の
連
携
が
取
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
単
独

で
要
求
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
圧
力
が
弱
め
ら
れ
る
要
因
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
は
遅
き
に
失
し
、
井
上
に
と
っ
て

は
逃
れ
た
形
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
井
上
期
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
の
全
て
が
解
決
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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六　

お
わ
り
に

　

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
九
月
に
外
務
卿
に
就
任
し
た
井
上
は
、
当
初
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
を
条
約
改
正
の

交
渉
事
項
と
は
位
置
付
け
て
い
な
か
っ
た
。
条
約
改
正
交
渉
へ
の
影
響
を
抑
え
る
た
め
、
切
り
離
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
明
治

十
三
年
井
上
案
や
、
特
別
約
定
で
取
り
決
め
た
い
と
す
る
予
備
会
議
で
の
発
言
、
外
務
卿
就
任
直
後
か
ら
終
始
外
国
商
標
偽
造
事
件

の
局
地
化
に
努
め
て
い
た
こ
と
、
内
地
開
放
に
先
行
し
て
在
留
外
国
人
に
特
許
を
与
え
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
明
治

十
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
の
井
上
覚
書
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
井
上
が
、
日
本
に
お
い
て
外
国
人
も
商
標
等
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
全
て
の
外
国
人
は
日
本
の
法
令
を
遵
守

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
に
商
標
保
護
に
関
す
る
条
項
を
組
み
込
ん
だ
。
問
題
解
決
の
場
と
し
て

条
約
改
正
会
議
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

井
上
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
説
得
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
り
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
と
条
約
改
正
交
渉
を
切
り
離
す
と
い

う
道
筋
が
頓
挫
し
、
厳
し
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
一
方
で
、
更
に
強
硬
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
か
ら
商
標
等
の

保
護
に
関
す
る
特
約
の
早
期
締
結
を
要
求
さ
れ
、
他
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
外
国
商
標
保
護
の
た
め
の
法
令
の
制
定
を
要
求
さ
れ
て

い
た
。
問
題
解
決
の
場
に
条
約
改
正
会
議
を
選
ん
だ
の
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
の
妙
策
で
あ
っ
た
。

　

井
上
は
、
多
く
の
技
術
や
文
化
を
輸
入
す
る
側
と
し
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
知
的
財
産
権
の
保
護
を
求
め
ら
れ
、
守
勢
に
回
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
井
上
は
、
条
約
改
正
会
議
と
い
う
場
を
利
用
し
て
、
欧
米
諸
国
か
ら
外
国
人
も
日
本
の
法

令
を
遵
守
す
る
と
い
う
合
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
外
国
商
標
偽
造
事
件
に
お
い
て
も
、
政
治
的
判
断
に
よ
り
対
応
す

る
こ
と
で
、
欧
米
諸
国
の
不
満
を
緩
和
し
、
局
地
化
も
達
成
し
て
い
た
。
著
作
権
の
保
護
や
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
加
盟
に
つ
い

て
も
、
拒
否
の
姿
勢
を
押
し
通
し
た
。
井
上
は
、
一
方
的
に
受
動
的
な
外
交
を
展
開
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
技
術
や
文
化
を
輸
出
す
る
側
の
欧
米
諸
国
は
、
日
本
に
対
し
て
知
的
財
産
権
の
保
護
を
求
め
、
攻
勢
を
か
け
て
い
た
。
し

か
し
、
各
国
の
連
携
は
十
分
に
取
ら
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
か
っ
た
。
確
か
に
、
日
本
に
お
い
て
知
的
財
産
権
の
保
護
を
獲
得
す
る

と
い
う
大
枠
で
は
一
致
し
て
い
た
。
ま
た
、
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
は
条
約
改
正
と
は
別
交
渉
に
す
る
と
い
う
点
で
も
、
当

初
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
は
必
ず
し
も
一
致
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
日
本
の
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
加
盟
に
つ

い
て
も
、
十
分
に
連
携
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

と
り
わ
け
、
商
標
条
例
布
告
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
足
並
み
の
乱
れ
が
次
第
に
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
プ
ラ
ン

ケ
ッ
ト
英
公
使
は
、
強
硬
一
辺
倒
の
パ
ー
ク
ス
前
英
公
使
と
異
な
り
、
臨
機
応
変
に
硬
軟
両
様
の
外
交
を
展
開
し
、
ド
イ
ツ
と
共
に
、

商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
交
渉
を
主
導
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
問
題
の
重
要
性
が
他
国
に
も
理
解
さ
れ
て
い
な

い
と
し
て
、
焦
燥
感
と
孤
立
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。
不
満
の
矛
先
を
、
井
上
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
に
も
向
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
が
提
示
さ
れ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
に
対
抗
す
べ
く
、
条
約
改
正

会
議
で
の
問
題
解
決
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
を
始
め
欧
米
諸
国
の
多
く
も
、
商
標
条
例
の
運
用
状
況
を
受

け
て
、
次
第
に
問
題
解
決
の
場
に
条
約
改
正
会
議
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
支
持
し
た
。

　

条
約
改
正
会
議
に
お
い
て
商
標
等
の
保
護
に
関
す
る
問
題
も
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ

て
、
少
な
く
と
も
条
約
改
正
が
実
現
す
る
ま
で
、
問
題
の
早
期
解
決
を
図
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
両
国

は
当
初
抱
い
て
い
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た

イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
連
携
が
十
分
取
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
結
末
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
日
本
と
欧
米
諸
国
の
双
方
の
問
題
解
決
の
場
と
し
て
、
条
約
改
正
会
議
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、

日
本
国
内
で
は
知
的
財
産
権
に
関
す
る
法
整
備
が
進
め
ら
れ
、
商
標
条
例
等
の
一
部
は
既
に
施
行
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
欧
米
諸
国

に
お
い
て
も
外
国
人
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
適
用
を
望
む
意
見
が
高
ま
っ
て
い
た
。
日
本
と
欧
米
諸
国
の
合
意
形
成
に
必
要
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最
低
限
の
条
件
は
整
っ
て
い
た
。
欧
米
諸
国
か
ら
商
標
等
の
保
護
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
井
上
か
ら
日
本
の
法
令
の
遵
守

と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
日
本
と
欧
米
諸
国
と
の
間
で
、
日
本
は
外
国
人
の
商
標
権
等
を
認
め
る
代
わ
り
に
、

欧
米
諸
国
も
日
本
の
法
令
を
遵
守
す
る
と
い
う
合
意
形
成
が
な
さ
れ
た
。

　

現
在
、
日
本
に
お
い
て
知
的
財
産
権
の
保
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
外
国
人
は
、
当
然
の
よ
う
に
、
日
本
の
法
令
を
遵
守
し
て
い
る
。

そ
の
原
点
は
、
井
上
期
の
か
か
る
合
意
形
成
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
経
緯
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

条
約
改
正
会
議
で
決
定
さ
れ
た
「
通
商
及
航
海
条
約
草
案
」
第
三
条
第
一
項
の
「
他
ノ
一
方
ノ
版
図
内
ニ
在
テ
ハ
法
律
ニ
於
テ
定
ム

ル
所
ノ
手
続
ヲ
履
行
ス
ル
ト
キ
ハ
」
と
い
う
一
節
は
、
欧
米
諸
国
と
の
交
渉
の
末
、
井
上
が
得
た
成
果
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
井
上
期
に
お
い
て
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
が
条
約
改
正
の
交
渉
事
項
と
な
り
、
右
の
合
意
形
成
が
な
さ

れ
た
こ
と
は
、
今
後
、
か
か
る
問
題
が
条
約
改
正
交
渉
と
切
り
離
す
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
ま
た
、
か
か

る
問
題
の
全
て
が
決
着
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
著
作
権
の
保
護
や
日
本
の
パ
リ
条
約
、
ベ
ル
ヌ
条
約
加
盟
に
つ
い
て
は
未
解
決

で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
今
後
の
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
未
解
決
事
項
に
つ
い
て
、
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う

可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
際
、
か
か
る
問
題
は
、
陸
奥
期
条
約
改
正
交
渉
ま
で
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
、
更
に
は
、
法
権

回
復
達
成
後
の
小
村
期
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
井
上
期
に
お
い
て
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に

関
す
る
問
題
は
条
約
改
正
交
渉
に
お
い
て
協
議
さ
れ
る
と
い
う
、
明
治
外
交
の
一
路
線
が
敷
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

井
上
交
渉
自
体
は
失
敗
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
井
上
の
成
果
は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
大
半
が
守
勢
に
回
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
状
況
に
お
い
て
も
、
外
国
人
に
日
本
の
法
令
を
遵
守
さ

せ
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
井
上
は
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す
る
問
題
を
初
め
て
本
格

的
に
外
交
手
段
と
し
て
用
い
、
欧
米
諸
国
か
ら
保
護
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
逆
に
利
用
し
て
、
日
本
に
と
っ
て
も
、
か
か
る
問

題
が
外
交
手
段
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
右
の
合
意
形
成
は
、
そ
の
後
大
き
な
修
正
な
く
、
明
治
二
十
七
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（
一
八
九
四
）
年
の
日
英
通
商
航
海
条
約
第
十
七
条
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
井
上
は
、
知
的
財
産
権
の
保
護
に
関
す

る
問
題
の
基
本
的
な
部
分
も
解
決
し
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
井
上
は
、
早
い
段
階
か
ら
特
許
制
度
に
対
し
て
理
解
を
示
し
、
条
約
改
正
と
い
う
大
目
的
が
存
在
し
て
い
た
と
は
い
え
、

懸
命
に
問
題
解
決
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
明
治
政
府
内
に
は
慎
重
な
意
見
が
存
在
す
る
中
で
、
外
国
人
に
も
商
標
だ
け
で
な
く
、
特

許
、
意
匠
の
保
護
も
認
め
る
と
い
う
決
断
も
行
っ
た
。
井
上
は
、
知
的
財
産
権
法
制
度
の
発
展
に
外
交
面
か
ら
尽
力
し
、
近
代
日
本

が
国
際
社
会
の
一
員
と
な
る
扉
を
開
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
井
上
期
に
お
い
て
、
知
的
財
産
権
に
対
す
る
国
民
の
認
知
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
井
上
の

外
務
卿
就
任
当
初
、
外
国
商
標
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
ら
で
き
な
い
国
民
も
存
在
し
て
い
た
が
、
次
第
に
外
国
商
標
を
認
識
し
、
全

て
模
倣
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
国
民
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
国
際
社
会
の
一
員
と
な
る
に
は
十
分
と
は

い
え
な
か
っ
た
が
、
商
標
条
例
等
の
法
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
商
標
に
対
し
て
は
、
国
民
の
認
識

も
向
上
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
井
上
期
は
、
知
的
財
産
権
史
に
お
い
て
、
近
代
日
本
が
国
際
社
会
の
一
員
と
な
る
第
一
歩
を
踏
み

出
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

井
上
は
、
外
相
辞
任
後
、
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
七
月
、
農
商
務
省
に
大
臣
と
し
て
赴
任
し
、
大
隈
重
信
に
外
交
を
託
す

こ
と
に
な
る
が
、
大
隈
期
以
降
の
条
約
改
正
交
渉
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
114
）　N
ote�V

erbale�（F.O
.410,�V

ol.21,�Inclosure�in�N
o.45

）.

（
115
）　M

em
orandum

�of�V
iew

s�of�H
er�M

ajestyʼs�Governm
ent�on�the�Q

uestion�of�the�Revision�of�T
reaties�w

ith�Japan�

（F.O
.410,�V

ol.21,�Inclosure�in�N
o.23

）,�M
em

orandum
�by�H

err�von�H
atzfeldt�

（F.O
.410,�V

ol.21,�Inclosure�in�N
o.42

）,�
dʼA

unay�à�Granville,�10�Juillet,�1883�（F.O
.410,�V

ol.21,�N
o.44

）.
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（
116
）　M

em
orandum

�（F.O
.410,�V

ol.21,�Inclosure�in�N
o.74

）.
（
117
）　
「
十
六
年
十
二
月
十
一
日
付
英
政
府
覚
書　

覚
書
訳
文
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
二
五
一
号
付
属
書
三
、
八
三
五
頁
）。

（
118
）　Granville�to�M

ünster,�January�31,�1884�（F.O
.410,�V

ol.22,�N
o.18

）.

（
119
）　

前
掲
五
百
旗
頭
『
条
約
改
正
史
』、
一
九
五
頁
。

（
120
）　
「
明
治
十
七
年
四
月
十
日
英
国
公
使
提
案　

条
約
改
正
ニ
関
シ
英
政
府
ノ
見
込
書
（
第
一
覚
書
）」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、

一
〇
九
号
付
属
書
、
三
二
〇
頁
）。

（
121
）　Pro-m

em
oriâ�left�w

ith�M
r.�Inouyé,�M

ay�5,�1884�（F.O
.410,�V

ol.22,�Inclosure�in�N
o.58

）.

（
122
）　Granville�to�Plunkett,�N

ovem
ber�17,�1884�（F.O

.410,�V
ol.22,�N

o.113

）.

（
123
）　Ibid.

（
124
）　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年
ま
で
外
国
人
に
対
し
て
著
作
権
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
、
白
田
秀
彰
『
コ
ピ
ー
ラ
イ
ト
の
史
的
展
開
』（
信
山
社
、
一
九
九
八
年
）
第
十
五
章
参
照
。

（
125
）　Plunkett�to�Salisbury,�July�9,�1887�（F.O

.410,�V
ol.25,�N

o.200

）.

（
126
）　Jushie�M

ori�to�Granville,�January�7,�1884�（F.O
.410,�V

ol.22,�N
o.8

）.

（
127
）　Instructions�for�the�Germ

an�Representatives�at�T
ókiô�Conference�respecting�the�Revision�of�the�T

reaties�
w

ith�Japan�（F.O
.410,�V

ol.22,�Inclosure�1�in�N
o.30

）.

（
128
）　
「
十
七
年
四
月
四
日
付
独
逸
政
府
訓
令
書
訳
文
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
三
七
五
号
付
属
書
三
、
一
一
六
四
頁
）。

（
129
）　V

erm
erk�von�frem

der�H
and�;�D

önhoff�an�Bism
arck�am

�12.�Juni�1884�

（A
.�N

o�28

）�in�BA
rch�R901/12897,�pag.�2.�

BA
rch:�Bundesarchiv/Berlin-Lichterfelde.�R901/12897:�Gew

erblicher�Rechtsschutz–Patent-,�M
arken-,�und�

M
usterschutz�im

�A
usland:�Japan,�Bd.1�（

以
下
、
“BA

rch�R901/12897

”と
省
略
）.

（
130
）　Frelinghuysen�to�Bingham

,�June�11,�1884�（N
.A

.M
.77,�V

ol.3,�N
o.827

）.

（
131
）　
「
十
七
年
七
月
二
十
四
日
付
仏
国
公
使
ノ
覚
書
訳
文
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
一
八
号
付
属
書
、
三
三
九
頁
）。

（
132
）　M

essrs.�Cocking�&
�Co.�to�Plunkett,�June�17,�1884�（F.O

.46,�V
ol.314,�Inclosure�2�in�N

o.129

）.�

（
133
）　

末
木
孝
典
「
司
法
省
顧
問
カ
ー
ク
ウ
ッ
ド
と
明
治
政
府
」（『
日
本
歴
史
』
第
七
五
九
号
、
二
〇
一
一
年
）、
五
七
頁
。
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（
134
）　Plunkett�to�K

irkw
ood,�June�26,�1884�（F.O

.46,�V
ol.314,�Inclosure�3�in�N

o.129

）.

（
135
）　Granville�to�Plunkett,�January�11,�1884�（F.O

.410,�V
ol.22,�N

o.10

）.
（
136
）　K

irkw
ood�to�Plunkett,�July�4,�1884�（F.O

.262,�V
ol.429,�N

o.102

）.
（
137
）　Plunkett�to�M

essrs.�Cocking�&
�Co.,�July�7,�1884�（F.O

.46,�V
ol.314,�Inclosure�5�in�N

o.129

）.
（
138
）　

明
治
十
七
年
七
月
二
十
一
日
付
井
上
外
務
卿
宛
英
国
公
使
書
簡
訳
文
（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
「
長
野
県
平
民
堀
田
善
助
仏
蘭
西
国

「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
」
会
社
及
英
吉
利
国
「
ワ
ー
ゲ
ン
、
フ
レ
ー
」「
ヘ
ン
ネ
ッ
シ
」
両
会
社
商
標
贋
造
一
件
」（
第
四
門
第
一
類
第
四

項
第
十
五
号
）。
以
下
、「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」
と
省
略
）。

（
139
）　Plunkett�to�Granville,�O

ctober�9,�1884�（F.O
.46,�V

ol.315,�N
o.177

）.

（
140
）　Plunkett�to�Granville,�A

ugust�1,�1884�（F.O
.46,�V

ol.314,�N
o.128

）.

（
141
）　Plunkett�to�Granville,�July�31,�1884�（F.O

.410,�V
ol.22,�N

o.85

）.

（
142
）　Y

okoham
a�H

andelsbericht�für�1884�（BA
rch�R901/12897,�pag.�23-24

）.

（
143
）　D

önhoff�an�Bism
arck�am

�12.�Juni�1884�（BA
rch�R901/12897,�A

.�N
o�28,�pag.�2-3

）.

（
144
）　Ibid.

（
145
）　Ibid.

（
146
）　Y

okoham
a�H

andelsbericht�für�1884�（BA
rch�R901/12897,�pag.�23-24

）.

（
147
）　N

otiz�ad�II.6863,�am
�7.�A

ugust�1885�（BA
rch�R�901/12897,�pag.�22

）,�V
.�zu�II.�459�（BA

rch�R�901/12897,�pag.�24

）.

（
148
）　Bingham

�to�Frelinghuysen,�June�21,�1884�（N
.A

.M
.133,�V

ol.50,�N
o.1878

）.

（
149
）　H

ubbard�to�Inouye�K
aoru,�N

ovem
ber�20,�1885

（
前
掲
「
特
許
意
匠
商
標
ニ
関
ス
ル
帝
国
法
制
」
第
一
巻
）.

（
150
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
十
四
日
付
米
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
特
許
意
匠
商
標
ニ
関
ス
ル
帝
国
法
制
」
第
一
巻
）。

（
151
）　H

ubbard�to�T
.�F.�Bayard,�M

arch�19,�1886�（N
.A

.M
.133,�V

ol.54,�N
o.128

）.

（
152
）　Ibid.

（
153
）　Ibid.

（
154
）　

明
治
十
八
年
八
月
三
日
付
米
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
特
許
意
匠
商
標
ニ
関
ス
ル
帝
国
法
制
」
第
一
巻
）。
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（
155
）　T

ricou�à�Inouyé�K
aoru,�9�Février,�1883

（
前
掲
「
専
売
特
許
商
標
登
録
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）.

（
156
）　Inouyé�K

aoru�à�T
ricou,�13�m

ars,�1883�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.3,�N
o�52

）.
（
157
）　T

ricou�à�Challem
el-Lacour,�12�A

vril,�1883�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.3,�N
o�52

）.

（
158
）　V

iel-Castel�à�Challem
el-Lacour,�29�Juin,�1883�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.3,�N

o�55

）.

（
159
）　Ibid.

（
160
）　

商
標
条
例
に
対
す
る
欧
米
諸
国
の
反
応
は
、
翌
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
四
月
に
布
告
さ
れ
た
専
売
特
許
条
例
に
比
べ
て
大
き
な

も
の
で
あ
っ
た
。
専
売
特
許
条
例
に
対
し
て
は
、
唯
一
、
デ
ー
ン
ホ
フ
独
公
使
だ
け
が
、「
文
明
国
家
の
特
許
法
の
原
則
に
基
づ
い
て
お

り
、
独
特
許
法
に
よ
る
影
響
は
明
白
」
と
一
定
程
度
評
価
し
な
が
ら
も
、「
形
式
的
手
続
に
関
す
る
規
則
に
は
欠
陥
が
あ
る
」（D

önhoff�
an�Bism

arck,�am
�4.�M

ai�1885�

（BA
rch�R901/12897,�N

o�41,�pag.�12

））
と
し
て
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
の
み
で
、
そ
れ
以

外
の
欧
米
諸
国
の
公
使
は
、
特
に
大
き
な
関
心
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、
商
標
条
例
に
対
し
て
、
欧
米
諸
国

は
少
な
か
ら
ず
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

（
161
）　
「
明
治
十
七
年
八
月
四
日
各
国
公
使
ヘ
ノ
覚
書　

英
政
府
覚
書
ニ
対
ス
ル
我
意
見
書
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
一
九
号
付

属
書
、
三
四
五
頁
）。

（
162
）　

一
八
八
四
年
八
月
五
日
付
井
上
外
務
卿
宛
英
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
〇
号
一
、
三
六
一
頁
）、
一

八
八
四
年
八
月
五
日
付
井
上
外
務
卿
宛
独
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
〇
号
二
、
三
六
二
頁
）、
一
八
八
四

年
八
月
七
日
付
井
上
外
務
卿
宛
米
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
〇
号
四
、
三
六
四
―
三
六
五
頁
）。

（
163
）　

明
治
十
七
年
八
月
八
日
付
井
上
外
務
卿
宛
仏
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
〇
号
の
五
、
三
六
六
頁
）。

（
164
）　Plunkett�to�Granville,�July�31,�1884�（F.O

.410,�V
ol.22,�N

o.85

）.

（
165
）　Sienkiew

icz�à�Ferry,�3�A
oût,�1884�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.3,�N

o�38.

）.

（
166
）　Plunkett�to�Granville,�July�31,�1884�（F.O

.410,�V
ol.22,�N

o.85
）.

（
167
）　Sienkiew

icz�à�Ferry,�3�A
oût,�1884�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.3,�N

o�38
）.

（
168
）　Sienkiew

icz�à�Ferry,�3�M
ai,�1884�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.3,�N

o�22

）.

（
169
）　

明
治
十
七
年
八
月
十
日
付
吉
田
清
成
宛
井
上
馨
書
簡
（
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編
『
吉
田
清
成
関
係
文
書
一　

書
翰
篇
１
』



76

法学研究�89�巻�6�号（2016：6）

（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）、
一
〇
一
頁
）。

（
170
）　

明
治
十
七
年
八
月
十
二
日
付
吉
田
清
成
宛
井
上
馨
書
簡
（
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編
『
吉
田
清
成
関
係
文
書
一　

書
翰
篇

１
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
三
年
）、
一
〇
二
頁
）。

（
171
）　

明
治
十
七
年
八
月
十
三
日
付
井
上
馨
宛
吉
田
清
成
書
簡
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵
「
井
上
馨
関
係
文
書
」）。

（
172
）　

明
治
十
七
年
八
月
十
五
日
付
仏
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
一
号
、
三
七
二
頁
）。
尚
、
返

答
文
は
以
下
の
通
り
。
こ
れ
に
よ
り
、
井
上
は
吉
田
の
提
案
通
り
に
返
答
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
「
工
業
上
ノ
所
有
権
保
護
ノ
儀
ニ
付
テ
ハ
今
般
此
等
ノ
事
項
ヲ
評
議
セ
シ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
為
メ
ニ
通
商
条
約
全
体
訂
結
ノ
期
ヲ
意
外
ニ

遅
延
セ
シ
ム
ル
ノ
恐
ア
ル
ベ
ス
ト
ノ
義
英
政
府
ノ
意
見
ニ
テ
我
政
府
於
テ
モ
尤
ノ
事
ト
存
候
付
他
各
国
公
使
ニ
於
テ
御
同
見
ナ
レ
バ
此
等

諸
件
ハ
通
商
条
約
訂
結
ノ
後
ヲ
待
テ
商
議
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
主
意
ニ
シ
テ
敢
テ
此
緊
要
ノ
問
題
ヲ
等
閑
ニ
付
ス
ル
ノ
次
第
ニ
ハ
無
之
候
」

（
173
）　

明
治
十
七
年
八
月
二
十
一
日
付
井
上
外
務
卿
宛
仏
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
二
号
、
三
七
四
頁
）。

（
174
）　Plunkett�to�Granville,�Septem

ber�13,�1884�（F.O
.46,�V

ol.314,�N
o.157

）.

（
175
）　K

irkw
ood�to�Plunkett,�Septem

ber�11,�1884�（F.O
.262,�V

ol.429,�N
o.139

）.

（
176
）　Ibid.

（
177
）　M

essrs.�Cocking�&
�Co.�to�Plunkett,�A

ugust�5,�1884�（F.O
.46,�V

ol.314,�Inclosure�1�in�N
o.157

）.

（
178
）　Plunkett�to�Granville,�Septem

ber�13,�1884�（F.O
.46,�V

ol.314,�N
o.157

）.

（
179
）　Plunkett�to�Granville,�Septem

ber�18,�1884�（F.O
.46,�V

ol.315,�N
o.160

）.

（
180
）　

明
治
十
七
年
九
月
三
十
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）。

（
181
）　Plunkett�to�Granville,�O

ctober�9,�1884�（F.O
.46,�V

ol.315,�N
o.177

）.

（
182
）　Robertson�to�Plunkett,�N

ovem
ber�5,�1884�（F.O

.262,�V
ol.426,�N

o.81

）.

（
183
）　

明
治
十
七
年
十
一
月
七
日
付
外
務
卿
代
理
吉
田
清
成
外
務
大
輔
宛
英
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）。

（
184
）　
「
明
治
十
七
年
八
月
二
十
三
日
付
商
標
模
造
者
堀
田
善
助
取
調
上
申
書
」（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）。

（
185
）　Lane,�Craw

ford�&
�Co.�to�Robertson,�N

ovem
ber�5,�1884�（

前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）.

（
186
）　

明
治
十
八
年
二
月
十
一
日
付
井
上
外
務
卿
宛
英
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）。
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（
187
）　Ferry�à�Sienkiew

icz,�16�décem
bre,�1884�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.4,�D

épeche�T
élégraphique

）.
（
188
）　Sienkiew

icz�à�Ferry,�18�décem
bre,�1884�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.4,�N

o�48�Post-scriptum

）.
（
189
）　Sienkiew

icz�à�Ferry,�28�février,�1885�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�53

）.

（
190
）　

明
治
十
八
年
三
月
九
日
付
井
上
外
務
卿
宛
仏
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
五
号
、
三
七
八
頁
）。

（
191
）　
「
商
標
保
護
条
約
案
訳
文
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
五
号
付
属
書
、
三
七
九
頁
）。

（
192
）　

明
治
十
八
年
三
月
十
四
日
付
仏
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
六
号
、
三
八
〇
頁
）。

（
193
）　

明
治
十
八
年
四
月
二
十
一
日
付
仏
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
二
七
号
、
三
八
〇
頁
）。

（
194
）　
「
明
治
十
八
年
四
月
二
十
五
日
井
上
外
務
卿
ヨ
リ
各
国
公
使
ヘ
内
示
シ
タ
ル
英
文
草
案
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
三
三
号

別
録
、
四
〇
三
頁
）。

（
195
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�24�Juillet,�1885�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�60

）.

（
196
）　

明
治
十
八
年
五
月
二
十
二
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）。

（
197
）　Plunkett�to�Inouye�K

aoru,�June�3,�1885

（
前
掲
「
キ
ル
シ
ー
、
ア
デ
ー
一
件
」）.

（
198
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
十
四
日
付
米
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
特
許
意
匠
商
標
ニ
関
ス
ル
帝
国
法
制
」
第
一
巻
）。

（
199
）　M

em
orandum

�（F.O
.410,�V

ol.23,�Inclosure�12�in�N
o.32

）.

（
200
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�24�Juillet,�1885�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�60

）.

（
201
）　Ibid.

（
202
）　Sienkiew
icz�à�Freycinet,�12�Janvier,�1886�（C.C.C.,T

okyo,�V
ol.4,�N

o�75

）.

（
203
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�24�Juillet,�1885�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�60

）.

（
204
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�12�Janvier,�1886�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�75

）.

（
205
）　H

olleben�an�Bism
arck,�am

6.�D
ezem

ber�1887�（BA
rch�R901/12897,�N

o�138A
,�pag.�44-47

）.

（
206
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�12�Janvier,�1886�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�75

）.

（
207
）　Plunkett�to�Inouye�K

aoru,�O
ctober�27,�1885

（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）.

（
208
）　Robertson�to�Plunkett,�O

ctober�26,�1885�（F.O
.262,�V

ol.447,�N
o.87

）.
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（
209
）　
「
訊
問
調
書
」（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
210
）　

明
治
十
八
年
十
月
三
十
一
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
211
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
付
西
郷
従
道
農
商
務
卿
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
212
）　

明
治
十
八
年
十
月
三
十
一
日
付
大
迫
貞
清
警
視
総
監
宛
井
上
外
務
卿
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
213
）　

明
治
十
八
年
十
月
三
十
日
付
大
迫
貞
清
警
視
総
監
宛
鳩
山
和
夫
外
務
省
取
調
局
長
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
214
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
十
四
日
付
井
上
外
務
卿
宛
大
迫
貞
清
警
視
総
監
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
215
）　

明
治
十
九
年
一
月
十
八
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
216
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
付
井
上
外
務
大
臣
宛
谷
干
城
農
商
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
217
）　

明
治
十
八
年
十
二
月
一
日
付
山
縣
内
務
卿
宛
建
野
郷
三
大
阪
府
知
事
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
218
）　

明
治
十
九
年
一
月
十
四
日
付
建
野
郷
三
大
阪
府
知
事
宛
山
縣
内
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
219
）　

明
治
十
九
年
六
月
十
八
日
付
銀
林
綱
男
東
京
府
大
書
記
官
宛
鳩
山
和
夫
外
務
省
取
調
局
長
書
簡
藤
田
四
郎
下
ケ
札
（
前
掲
「
商
標
偽

造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）
に
は
、「
本
件
ハ
英
国
ピ
ヤ
ー
ス
社
製
造
名
石
鹸
用
商
標
偽
造
差
止
一
件
ト
同
様
ノ
指
令
ヲ
以
テ
ス
ヘ
キ
旨
通

知
致
シ
置
キ
タ
リ　

明
治
十
九
年
六
月
十
九
日　

藤
田
四
郎
」
と
記
述
さ
れ
、
こ
の
事
件
の
手
順
に
基
づ
い
て
、
後
に
発
生
し
た
同
様
の

商
標
偽
造
事
件
も
処
理
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
220
）　

明
治
十
九
年
二
月
二
十
六
日
付
井
上
外
務
大
臣
宛
小
松
原
英
太
郎
臨
時
代
理
公
使
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
221
）　

明
治
十
九
年
五
月
四
日
付
建
野
郷
三
大
阪
府
知
事
宛
浅
田
徳
則
外
務
省
通
商
局
長
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
222
）　

明
治
十
九
年
五
月
十
五
日
付
浅
田
徳
則
外
務
省
通
商
局
長
宛
建
野
郷
三
大
阪
府
知
事
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一

巻
）。

（
223
）　Plunkett�to�Granville,�January�20,�1886�（F.O

.46,�V
ol.343,�N

o.10

）.

（
224
）　M

essrs.�A
.�&

�F.�Pears�Co.�to�Rosebery,�M
arch�20,�1886�（F.O

.46,�V
ol.356,�p.35

）.

（
225
）　Plunkett�to�Granville,�January�20,�1886�（F.O

.46,�V
ol.343,�N

o.10

）.

（
226
）　Plunkett�to�Inouye�K

aoru,�Septem
ber�20,�1886

（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）.

（
227
）　

明
治
十
九
年
十
月
四
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
「
商
標
偽
造
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。
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（
228
）　Plunkett�to�Salisbury,�M

arch�16,�1887�（F.O
.46,�V

ol.366,�N
o.66

）.
（
229
）　Philip�Currie�to�Plunkett,�M

ay�18,�1887�（F.O
.262,�V

ol.572,�N
o.49

）.
（
230
）　

例
え
ば
、T

he�T
rade-m

ark�O
w

nerʼs�M
utual�Protection�A

ssociation�to�Salisbury,�January�29,�1887�

（F.O
.410,�

V
ol.25,�N

o.25

）,�T
he�Low

�M
oor�Iron�Com

pany�to�V
illiers�Lister,�February�4,�1887�（F.O

.410,�V
ol.25,�N

o.29

）.

（
231
）　Reginald�W

.Barker�to�Foreign�O
ffi

ce,�D
ecem

ber�28,�1886�（F.O
.46,�V

ol.359,�p.207

）.

（
232
）　T

he�T
rade-m

ark�O
w

nerʼs�M
utual�Protection�A

ssociation�to�Salisbury,�January�29,�1887�（F.O
.46,�V

ol.375,�pp.92-
93

）.

（
233
）　Currie�to�the�T

rade-m
ark�O

w
nerʼs�M

utual�Protection�A
ssociation,�February�5,�1887�

（F.O
.410,�V

ol.25,�N
o.30

）,�
V

illiers�Lister�to�the�Low
�M

oor�Iron�Com
pany,�February�8,�1887�（F.O

.410,�V
ol.25,�N

o.31

）.

（
234
）　Lührsen�an�Bism

arck,�am
12.�Januar�1886�（BA

rch�R901/12897,�N
o�9,�pag.�25-27

）.

（
235
）　V

erm
erk�von�frem

der�H
and�;�Lührsen�an�Bism

arck,�am
20.�Septem

ber�1886�

（BA
rch�R901/12897,�N

o113,�pag.�
36

）.

（
236
）　N

otiz�（BA
rch�R�901/12897,�pag.�31

）.

（
237
）　

し
か
し
、
こ
の
後
、
急
速
に
日
本
の
工
業
力
が
向
上
す
る
に
つ
れ
て
、
ド
イ
ツ
の
こ
う
し
た
評
価
は
、
日
本
の
明
ら
か
に
膨
張
し
た

工
業
力
に
対
し
て
安
全
で
あ
る
独
産
業
界
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
と
し
て
（A

nlage�1�zum
�Bericht�vom

�17.�Septem
ber�

1889�N
o147�

（BA
rch�R�901/12897,�pag.�97-99
））、
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ

と
と
し
た
い
。

（
238
）　

前
掲
五
百
旗
頭
『
条
約
改
正
史
』、
二
二
七
―
二
二
八
頁
。

（
239
）　D
raft�Revised�Convention�（F.O

.410,�V
ol.24,�Inclosure�1�in�N

o.20

）.

（
240
）　
「
改
正
条
約
草
案
（
明
治
十
九
年
ノ
分
）」（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
「
井
上
外
務
大
臣
時
代
条
約
改
正
問
題
」（
第
二
門
第
五
類
第
一

項
第
五
―
八
号
）
第
二
巻
（「
条
約
改
正
問
題　

第
四
ノ
上
」））。

（
241
）　A

m
ended�D

raft�Revised�Convention�（F.O
.410,�V

ol.24,�Inclosure�2�in�N
o.30

）.

　

修
正
版
第
七
条
は
以
下
の
通
り
（
イ
タ
リ
ッ
ク
体
は
原
文
）。
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
（
英
語
版
）
で
は
、
“the�country�of�its�
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origin

”と
表
記
さ
れ
て
い
た
箇
所
が
、
修
正
版
で
は
、
“this�country�for�native�trade-m

arks

”と
、
明
治
十
九
年
五
月
井
上
案

（
日
本
語
版
）
に
則
し
た
内
容
に
修
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

A
RT

ICLE�V
II.

　
　

T
he�H

igh�Contracting�Parties�agree�that�w
ith�regard�to�trade-m

arks,�������subjects�shall�enjoy�in�Japan�and�
Japanese�subjects�shall�enjoy�in�������,�the�sam

e�protection�as�native�subjects.

　
　

T
he�trade-m

arks�in�w
hich�the�subjects�of�one�of�the�tw

o�countries�m
ay�w

ish�to�secure�the�right�of�property�in�
the�other,�m

ust�be�recorded�at�the�proper�offi
ce,�in�conform

ity�w
ith�the�conditions�and�form

alities�prescribed�by�
the�Law

s�and�Regulations�of�the�country�in�w
hich�such�record�is�m

ade.

　
　

T
he�exclusive�right�to�use�a�trade-m

ark�in�the�other�country�cannot�exist�for�a�longer�period�than�that�fixed�by�
the�law

�of�this country for native trade-m
arks.�If�a�trade-m

ark�has,�how
ever,�becom

e�public�property�in�the�
country�of�its�origin,�it�shall�be�equally�free�to�all�in�the�other�country.

（
242
）　
「
明
治
十
八
年
四
月
二
十
五
日
井
上
外
務
卿
ヨ
リ
各
国
公
使
ヘ
内
示
シ
タ
ル
英
文
草
案
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
三
三
号

別
録
、
三
九
九
―
四
〇
〇
頁
）。
明
治
十
八
年
四
月
井
上
案
第
五
条
は
以
下
の
通
り
。

A
RT

.V
.

　
　

It�is�understood�and�agreed�by�the�H
igh�Contracting�Parties�that�......subjects�in�Japan�are�under�obligation�to�

observe�and�obey�the�general�law
�of�the�Em

pire�;�and�it�is�further�understood�and�agreed�that�the�A
dm

inistrative,�
Local,�and�Police�Regulations�issued�by�the�Japanese�Governm

ent�are�binding�upon�......subjects�in�Japan,�and�that�
for�every�violation�thereof�they�shall�be�liable�to�trial�and�punishm

ent.

　
　

In�all�cases�of�infringem
ent�of�the�said�Regulations�by�......subjects�in�any�part�of�Japan,�except�at�the�ports�

already�open�by�treaty�to�......trade�and�residence,�the�Japanese�Courts�shall�have�jurisdiction�to�try�and�to�punish�
the�offender,�provided�the�punishm

ent�of�the�offense�does�not�exceed�a�fine�of�30�yen,�or�im
prisom

ent�for�10�days,�
or�both.�If�the�offense�is�of�such�a�nature�as�to�entail�punishm

ent�in�excess�of�these�lim
its,�the�offender�m

ay�be�
arrested�by�the�Japanese�A

uthorities�and�transferred�to�the�custody�of�the�nearest�tribunal�of�his�country,�to�be�
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dealt�w
ith�in�accordance�w

ith�the�provisions�of�the�Regulations�he�has�violated.
　
　

A
ll�fines,�penalties,�and�forfetitures�incurred�by�......subjects�on�account�of�the�infringem

ent�of�Jpanese�
A

dm
inistrative,�Local,�and�Police�Regulations�shall�belong�to�the�Japnese�Governm

ent.

（
243
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�12�Janvier,�1886�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�75

）.�

（
244
）　Ibid.

（
245
）　

明
治
十
九
年
十
月
二
十
五
日
付
吉
田
清
成
農
商
務
次
官
宛
米
国
公
使
書
簡
訳
文
（
前
掲
「
専
売
特
許
商
標
登
録
関
係
雑
件
」
第
一

巻
）。

（
246
）　

明
治
二
十
年
二
月
三
日
付
井
上
外
務
大
臣
宛
吉
田
清
成
農
商
務
次
官
書
簡
（
前
掲
「
専
売
特
許
商
標
登
録
関
係
雑
件
」
第
一
巻
）。

（
247
）　

明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
八
条
で
は
、
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
保
安
警
察
即
チ
公
衆
ノ
安
寧
ニ
関
ス
ル
危
害

防
制
」
等
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
の
「
保
安
警
察
即
チ
公
衆
ノ
安
寧
ニ
関
ス
ル
危
害
防
制
」
に
は
、
裁
判
権
実
施
規
則
案
第
一
条
に
お
い
て
、

「
公
衆
ノ
安
寧
及
ヒ
静
謐
ヲ
害
ス
ル
出
版
上
ノ
犯
罪
ニ
関
ス
ル
事
」
が
含
ま
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　

明
治
十
九
年
五
月
井
上
案
第
八
条
と
裁
判
権
実
施
規
則
案
第
一
条
は
以
下
の
通
り
。

　
　

第
八
条

　

締
約
両
国
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
相
約
定
ス

　

第
一　

日
本
内
国
行
政
ノ
為
メ
已
ニ
其
政
府
ヨ
リ
発
布
シ
或
ハ
向
後
発
布
ス
ヘ
キ
成
文
律
ニ
シ
テ
外
国
人
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
性
質
及
ヒ
左
ノ

目
的
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
条
約
中
下
ニ
掲
ク
ル
条
款
ニ
循
拠
シ
在
日
本
ヽ
ヽ
ヽ
人
民
ニ
適
用
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

　
　
（
甲
）
保
安
警
察
即
チ
公
衆
ノ
安
寧
ニ
関
ス
ル
危
害
防
制

　
　
（
乙
）
農
業
、
山
林
、
鉱
業
、
鳥
獣
猟
、
漁
業
、
日
本
国
内
海
陸
ノ
回
漕
、
通
運
、
港
湊
警
察
及
ヒ
難
破
船
ニ
関
ス
ル
事
項

　
　
（
丙
）
日
本
政
府
ニ
於
テ
創
立
、
裁
可
若
ク
ハ
許
容
シ
タ
ル
流
通
為
替
及
ヒ
公
衆
ノ
信
用
ニ
関
ス
ル
諸
制
度
若
ク
ハ
媒
介
物
ニ
シ
テ
其

得
有
、
占
有
若
ク
ハ
使
用
ハ
行
政
規
則
循
拠
ス
ヘ
キ
モ
ノ

　

第
二　

以
下
略

　
　

裁
判
権
実
施
規
則
案
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第
一
条

　

一
、
条
約
第
八
条
第
一
項
（
甲
）
ニ
所
謂
安
寧
警
察
ト
ハ
左
ノ
諸
件
ニ
関
シ
政
府
幷
ニ
相
当
行
政
官
ヨ
リ
発
ス
ル
法
律
規
則
ヲ
包
含
ス

　
　
（
甲
）
略

　
　
（
乙
）
略

　
　
（
丙
）
公
衆
ノ
安
寧
及
ヒ
静
謐
ヲ
害
ス
ル
出
版
上
ノ
犯
罪
ニ
関
ス
ル
事

　
　
（
丁
）
略

　

二
、
以
下
略

　
　
（「
改
正
条
約
草
案
（
明
治
十
九
年
ノ
分
）」（
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
「
井
上
外
務
大
臣
時
代
条
約
改
正
問
題
」（
第
二
門
第
五
類
第
一

項
第
五
―
八
号
）
第
二
巻
（「
条
約
改
正
問
題　

第
四
ノ
上
」）））。

（
248
）　

明
治
十
八
年
六
月
十
三
日
付
三
条
太
政
大
臣
宛
井
上
外
務
卿
山
田
司
法
卿
書
簡
（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
三
〇
号
、
三
八

四
―
三
八
五
頁
）。

（
249
）　Sienkiew

icz�à�Freycinet,�12�Janvier,�1886�（C.C.C.,T
okyo,�V

ol.4,�N
o�75

）.

（
250
）　
「
明
治
十
九
年
六
月
十
五
日
第
六
回
会
議
ニ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
英
独
合
案
条
約
書
」（
前
掲
『
条
約
改
正
』
第
二
巻
、
一
四
七
号
別
録

五
、
四
七
二
─
四
八
一
頁
）。

（
251
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
〇
六
六
頁
。

（
252
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
〇
六
九
頁
。

（
253
）　M

em
orandum

�by�Plunkett,�July�10,�1886�（F.O
.410,�V

ol.24,�Inclosure�3�in�N
o.52

）.

（
254
）　Plunkett�to�Salisbury,�A

pril�5,�1887�（F.O
.410,�V

ol.25,�N
o.116

）.

（
255
）　Clive�Parry�（ed.

）（1978

）,�T
he consolidated treaty series, V

ol.162,�O
ceana�Publications,�N

ew
�Y

ork,�p.200.�

（
256
）　Plunkett�to�Granville,�M

arch�5,�1885�（F.O
.410,�V

ol.23,�N
o.18

）.

（
257
）　Plunkett�to�Salisbury,�July�9,�1887�（F.O

.410,�V
ol.25,�N

o.200
）.

（
258
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
〇
九
六
―
一
〇
九
七
頁
。

（
259
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
二
二
頁
。
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（
260
）　

通
商
事
項
取
調
委
員
会
に
お
い
て
第
三
条
が
協
議
さ
れ
た
正
確
な
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
プ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
英
公
使
が
英
外
相
に
対

し
て
第
三
条
に
つ
い
て
の
協
議
を
行
っ
た
旨
を
五
月
四
日
付
で
報
告
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（Plunkett�to�Salisbury,�M

ay�4,�1887

）

（F.O
.410,�V

ol.25,�N
o.145

））、
四
月
二
十
七
日
か
ら
五
月
四
日
前
後
の
間
に
協
議
が
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
261
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
二
九
頁
。

（
262
）　

同
右
。

（
263
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
三
〇
頁
。

（
264
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
六
四
頁
。

（
265
）　Plunkett�to�Salisbury,�M

ay�4,�1887�（F.O
.410,�V

ol.25,�N
o.145

）.

（
266
）　Salisbury�to�Plunkett,�M

ay�27,�1887�（F.O
.262,�V

ol.544,�N
o.2

）.

（
267
）　Longm

ans,�Green�&
�Co.�to�Salisbury,�M

ay�18,�1887�（F.O
.46,�V

ol.375,�pp.354-356

）.

（
268
）　N

ote�by�Currie,�M
ay�19,�1887�（F.O

.46,�V
ol.375,�pp.356-358

）.

（
269
）　

前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
二
八
頁
。

　
　

英
公
使
が
表
明
し
た
具
体
的
な
日
付
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
通
商
事
項
取
調
委
員
会
が
七
月
十
二
日
付
で
作
成
し
た
「
通
商
事

項
取
調
委
員
報
告
書
」
に
は
、「
本
書
を
裁
す
る
に
当
た
り
大
不
列
顛
国
委
員
は
日
本
政
府
に
勧
め
て
千
八
百
八
十
三
年
巴
里
府
に
於
て

調
印
せ
る
工
業
所
有
権
保
護
条
約
に
加
盟
せ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
尚
又
客
年
中
ベ
ル
ン
府
に
於
て
調
印
せ
る
万
国
版
権
条
約
に
加
盟
せ
し

む
可
き
旨
の
訓
令
を
本
国
政
府
よ
り
受
領
せ
る
趣
を
本
委
員
会
に
報
道
せ
り
」（
前
掲
『
会
議
録
』、
一
一
二
八
頁
）
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
英
公
使
が
表
明
し
た
日
は
、
既
に
同
取
調
委
員
会
に
お
い
て
第
三
条
の
協
議
が
終
了
し
た
後
で
あ
り
、
こ
の
報
告
書
の

作
成
直
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　

ま
た
、
英
公
使
は
、
先
述
の
五
月
二
七
日
付
の
英
外
相
の
書
簡
（Salisbury�to�Plunkett,�M

ay�27,�1887�

（F.O
.262,�V

ol.544,�
N

o.2

））
を
七
月
六
日
に
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
や
、
七
月
八
日
付
英
外
相
宛
英
公
使
の
書
簡
（Plunkett�to�Salisbury,�July�8,�1887�

（F.O
.46,�V

ol.368,�N
o.187

））
に
添
付
さ
れ
た
「
通
商
事
項
取
調
委
員
報
告
書
草
案
」（Report�of�Com

m
ittee�on�D

raft�T
reaty�of�

Com
m

erce�and�N
avigation

）
に
は
、
英
公
使
に
よ
る
先
の
表
明
が
既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
英
公
使
に
よ
る
先
の
表
明

は
、
七
月
六
日
か
ら
同
月
八
日
前
後
に
行
わ
れ
た
同
取
調
委
員
会
に
お
い
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
270
）　

明
治
二
十
年
七
月
二
十
三
日
付
井
上
外
務
大
臣
宛
英
国
公
使
書
簡
（
前
掲
『
外
交
文
書
』
第
二
十
巻
、
六
十
九
号
、
二
二
三
―
二
二

五
頁
）。

（
271
）　Salisbury�to�Plunkett,�July�22,�1887�（F.O

.410,�V
ol.25,�N

o.182

）.
（
272
）　

明
治
十
九
年
一
月
四
日
付
井
上
外
務
大
臣
宛
瑞
西
国
総
領
事
書
簡
（
前
掲
『
外
交
文
書
』
第
十
九
巻
、
一
七
二
号
付
属
書
二
、
四
〇

七
―
四
〇
八
頁
）。

（
273
）　
「
明
治
十
九
年
二
月
五
日
付
井
上
外
務
大
臣
上
奏
文
」（
前
掲
『
外
交
文
書
』
第
十
九
巻
、
一
七
二
号
付
属
書
一
、
四
〇
六
頁
）。

（
274
）　

明
治
十
九
年
二
月
十
九
日
付
黒
川
誠
一
郎
外
務
書
記
官
宛
井
上
外
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
『
外
交
文
書
』
第
十
九
巻
、
一
七
五
号
、
四

一
二
頁
）。

（
275
）　

井
上
は
、
後
日
、
黒
川
外
務
書
記
官
に
対
し
て
再
度
同
様
の
指
示
を
し
て
い
る
（
明
治
十
九
年
七
月
二
十
八
日
付
黒
川
書
記
官
宛
井

上
外
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
「
文
学
的
、
美
術
的
、
著
作
権
保
護
万
国
会
議
一
件
」
第
一
巻
））。

（
276
）　Plunkett�to�Salisbury,�July�24,�1887�（F.O

.46,�V
ol.372,�N

o.4

）.

（
277
）　

明
治
二
十
年
七
月
二
十
八
日
付
英
国
公
使
宛
井
上
外
務
大
臣
書
簡
（
前
掲
『
外
交
文
書
』
第
二
十
巻
、
七
十
号
、
二
二
六
頁
）。

（
278
）　Plunkett�to�Salisbury,�July�24,�1887�（F.O

.46,�V
ol.372,�N

o.4

）.

（
279
）　Plunkett�to�Salisbury,�July�29,�1887�（F.O

.46,�V
ol.372,�N

o.6

）.

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
特
許
庁
委
託
平
成
二
十
二
─
二
十
四
年
度
産
業
財
産
権
研
究
推
進
事
業
の
研
究
成
果
の
一
部
を
基
に
大
幅
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。


